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令和３年第 10回 津別町議会定例会会議録 

 

 

招集通知  令和 ３年 12月 ６日 

 

場  所  津別町議会議事堂 

 

開会日時  令和 ３年 12月 15日  午前 10時 00分 

 

延会日時  令和 ３年 12月 15日  午後 ３時 33分 

 

議  長  鹿 中 順 一 

 

副 議 長  山 内   彬 

 

議員の応招、出席状況 

議席

番号 
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不応招 

出席 

状況 

議席 

番号 
氏   名 

応 招

不応招 

出席 

状況 

１ 篠 原 眞稚子 ○ ○ ６ 巴   光 政 ○ ○ 

２ 渡 邊 直 樹 ○ ○ ７ 佐 藤 久 哉 ○ ○ 

３ 小 林 教 行 ○ ○ ８ 高 橋   剛 〇 〇 

４ 村 田 政 義 ○ ○ ９ 山 内   彬 ○ ○ 

５ 山 田 英 孝 ○ ○ 10 鹿 中 順 一 ○ ○ 
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地方自治法第 121条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（イ）執行機関の長等 

職   名 氏   名 出 欠 職   名 氏   名 出 欠 

町 長 佐 藤 多 一 ○ 監 査 委 員 藤 村  勝 〇 
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農業委員会委員長      

 

（ロ）委任または嘱託 
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副 町 長 伊 藤 泰 広 ○ 生 涯 学 習 課 長 千 葉  誠 ○ 

総 務 課 長 近 野 幸 彦 ○ 生涯学習課長補佐 石 川 波 江 ○ 

防災危機管理室長 宮 脇 史 行 ○ 農業委員会事務局長 迫 田  久 〇 

住 民 企 画 課 長 小 泉 政 敏 〇 選挙管理委員会事務局長 近 野 幸 彦 〇 

住民企画課長補佐 加 藤 端 陽 ○ 選挙管理委員会事務局次長 丸 尾 達 也 〇 

住民企画課長補佐 菅 原 文 人 ○ 監査委員事務局長 松 木 幸 次 〇 

保 健 福 祉 課 長 森 井 研 児 ○ 監査委員事務局次長 丸 尾 達 也 〇 

保健福祉課長補佐 仁 部 真 由 美 ○    

産 業 振 興 課 長 迫 田  久 ○    

産業振興課長補佐 中 橋 正 典 〇    

建 設 課 長 石 川 勝 己 〇    

建 設 課 長 補 佐 斉 藤 尚 幸 ○    

会 計 管 理 者 藤 原 勝 美 ○    

総務課庶務係長 坂 井 隆 介 ×    

住民企画課財政係長 小 西 美 和 子 ○    

 

 

 

会議の事務に従事した者の職氏名 

職   名 氏   名 出 欠 職   名 氏   名 出 欠 

事 務 局 長 松 木 幸 次 ○ 事 務 局 安 瀬 貴 子 ○ 

総 務 係 長 土 田 直 美 ○    
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会 議 に 付 し た 事 件 

 

日程 区分 番号 件        名 顛    末 

１   会議録署名議員の指名 

４番 村田 政義 

 

５番 山田 英孝 

２   会期の決定 

自 12月 15日 

２日間 

至 12月 16日 

３   諸般の報告 
 

４   行政報告 
 

５   一般質問 
 

６ 承認 10 

専決処分の承認を求めることについて

（令和３年度津別町一般会計補正予算

（第８号）について） 

 

７ 議案 65 
津別町職員等の旅費に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

８ 〃 66 
津別町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

９ 〃 67 
津別町個別排水処理施設管理条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

10 〃 68 
津別町簡易水道事業給水条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

11 〃 69 
津別町小規模企業経営安定資金融資条例

を廃止する条例の制定について 

 

12 〃 70 

工事請負契約の変更契約の締結について

（堆肥製造施設堆肥舎一部改修兼高圧通

気システム導入工事） 
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日程 区分 番号 件        名 顛    末 

13 議案 71 

津別町公の施設に係る指定管理者の指

定について（津別町森の健康館及び山村

体験宿泊施設） 

 

14 〃 72 
令和３年度津別町一般会計補正予算（第

９号）について 
 

15 〃 73 
令和３年度津別町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号）について 

 

16 〃 74 
令和３年度津別町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第１号）について 

 

17 〃 75 
令和３年度津別町介護保険事業特別会

計補正予算（第３号）について 

 

18 〃 76 
令和３年度津別町下水道事業特別会計

補正予算（第２号）について 

 

19 〃 77 
令和３年度津別町簡易水道事業特別会

計補正予算（第２号）について 

 

20 報告 11 令和３年度定例監査の報告について 
 

21 〃 12 
例月出納検査の報告について（令和３年

度８月分、９月分、10月分） 
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（午前 10時 00分） 

    ◎開会の宣告 

○議長（鹿中順一君） おはようございます。 

ただいまの出席議員は全員であります。 

 ただいまから、令和３年第 10回津別町議会定例会を開会します。 

 

    ◎開議の宣告 

○議長（鹿中順一君） これから本日の会議を開きます。 

本日の会議に付する議案は、お手元に配付のとおりです。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（鹿中順一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第 125条の規定により、議長において 

４番 村 田 政 義 君    ５番 山 田 英 孝 君 

の両名を指名します。 

 

◎会期の決定 

○議長（鹿中順一君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から 12月 16日までの２日間にしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

〇議長（鹿中順一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から 12月 16日までの２日間に決定しました。 

 

    ◎諸般の報告 

○議長（鹿中順一君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 事務局長に報告させます。 
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○事務局長（松木幸次君） 諸般の報告を申し上げます。 

 本日の議事日程については、お手元に配付してあります日程表のとおりであります。 

 本定例会に説明のため出席する者の職、氏名は一覧表としてお手元に配付している

とおりでありますが、職務の都合により、一部に異動がある場合がありますことをご

了承願います。 

 前議会から本日までの議会の動向につきましては、お手元に配付しているとおりで

あります。 

 以上でございます。 

○議長（鹿中順一君） これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎行政報告 

〇議長（鹿中順一君） 日程第４、行政報告を行います。 

町長から、行政報告に関して発言の申し出がありますので、これを許します。 

町長。 

〇町長（佐藤多一君） 〔登壇〕 おはようございます。 

本日ここに第 10回定例会を招集いたしましたところ、議員各位には極めてご多忙の

ところご出席賜り、厚くお礼申し上げます。 

ただいま発言のお許しをいただきましたので、第８回臨時会後の行政報告を申し上

げます。 

はじめに、誠に残念な報告でありますが、去る 11 月 13 日、瑞宝単光章、津別町自

治功労者 義男様がご逝去されました。故人は、半世紀の永きにわたり、津別町統計

調査員を務められ、本町の自治振興に多大な貢献をいただきました。 

また、去る 11 月 14 日、旭日単光章、津別町消防功労者清水勇様がご逝去されまし

た。故人は、永きにわたり、消防団員として消防の職に奉じ、副団長も務められ、地

域住民の安全安心にご尽力をいただきました。 

また、去る 12 月 10 日、津別町消防功労者板倉一様がご逝去されました。故人は、

永きにわたり、消防団員として郷土の防災に努められ、その責任ある行動は他の団員

の模範となり、団の円滑な運営にご尽力をいただきました。 
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お三方の生前中の数々のご功績に対し、衷心より敬意と感謝を申し上げますととも

に、安らかなご冥福をお祈り申し上げる次第であります。 

次に、全国肉用牛枝肉共励会優秀賞の受賞についてでありますが、一般社団法人東

京食肉市場協会と東京食肉市場株式会社の共催による、令和３年度全国肉用牛枝肉共

励会が 10月 26日から 29日にかけ東京都中央卸売食肉市場で開催され、つべつ和牛の

生産者である津別町字大昭、迫田隆様が出品した肥育牛が、和牛去勢牛の部において

津別町初となる優秀賞３席を受賞しました。 

この快挙に対しお祝いを申し上げますとともに、今後とも安全安心で良質な肉用牛

の生産と畜産振興に寄与していただき、さらなる上を目指しご精進されることを期待

するものであります。 

次に、「道の駅あいおい」のクマヤキについてでありますが、11月４日、国土交通省

北海道開発局が発表した北海道の「道の駅」スタンプラリー2020 の完走者が応募した

アンケート結果において、「いちおしの“おいしいもの”」部門で、前年度のランキン

グを一つ上げる堂々の２位に選ばれました。今後は、別の部門においても上位となり、

「道の駅あいおい」が津別町への誘客の拠点の一つとなることを期待するものであり

ます。 

次に、令和３年度北海道国民健康保険団体連合会表彰についてでありますが、11 月

17日、津別病院院長の日下貴文様へ、北海道国民健康保険団体連合会理事長に代わり、

表彰状の授与・伝達式を行いました。日下様は、丸玉木材株式会社津別病院の医師、

副院長、院長として長年にわたり、住民の診療に精励され、地域医療の充実に尽力す

るとともに、国民健康保険事業等の円滑な運営に多大なご貢献をされたことにより受

賞されたものであります。 

今回の受賞に対し、お祝いを申し上げますとともに、多くの町民の健康のため、引

き続きのお力添えをお願いしたところであります。 

次に、新美南吉童話賞最優秀賞の受賞についてでありますが、愛知県半田市教育委

員会主催による第 33回新美南吉童話賞の審査結果が 11月 30日に発表され、本町の地

域おこし協力隊員である小塚翔子さんの応募した作品「雪虫」が、最優秀賞（文部科

学大臣賞）を受賞しました。新美南吉童話賞は、創作童話を対象とする新人文学賞で、
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小塚さんの作品は応募総数 1,800点の中から最高位である栄冠に輝きました。 

小塚さんは、令和２年４月より地域おこし協力隊員として就任し、北海道つべつま

ちづくり株式会社において、移住・定住サポートデスクを担当する傍ら執筆を続け、

今回の栄えある受賞となりました。この快挙に対しお祝いを申し上げますとともに、

さらなるご活躍に期待するものであります。 

次に、令和２年国勢調査結果についてでありますが、５年ごとに行われる国勢調査

は、10 月１日現在の人口をはじめとする諸調査を 60 の調査区に分け、40 名の調査員

と６名の指導員により行われました。本町の人口は、６月の速報値では 4,369 人でし

たが、11月 30日に公表された確定値では 4,373人となり、世帯数は速報値と変わらず

2,043 世帯で、前回調査の平成 27 年に比べ、人口は 635 人、12.7％減少し、世帯数は

188 世帯、8.4％の減少となり、残念ながら津別町人口ビジョンの予想を上回る結果と

なりました。 

なお、回答の手段では、インターネットが 31.2％、郵送が 49.9％であり、時代を反

映したものとなりました。調査にご協力をいただきました町民の皆さまと、調査に従

事されました調査員及び指導員の方々に深くお礼を申し上げる次第であります。 

次に、高齢者に対するお祝いについてでありますが、12 月２日、修田籌子様が 100

歳の誕生日を迎えられましたことから、今後とも益々のご健勝を願い、記念品を贈り

祝意を表したところです。 

次に、丸玉木材株式会社からの寄附についてでありますが、12 月６日、丸玉木材株

式会社を訪問し、寄附を原資とした丸玉木材森づくり基金の運用状況についての報告

を行いましたが、その際に大越社長より、町への寄附は令和３年度までとしていたが、

引き続き３年間、毎年 500万円の寄附を継続するとの申し出がありました。 

改めて丸玉木材株式会社に感謝の意を表しますとともに、今後とも丸玉木材森づく

り基金による愛林のまち緑資源を守る推進事業を継続し、本町で実施する造林や除間

伐などの森林整備事業に助成を行い、豊かな森林の育成に努めてまいります。 

次に、建設工事等の発注状況等についてでありますが、12月 10日現在、一般土木工

事関係については、上最上橋橋梁補修工事他 30件、３億 5,960万 3,000円（100.0％）。 

一般建築工事関係については、堆肥製造施設堆肥舎一部改修兼高圧通気システム導
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入工事他 17件、５億 6,028万 2,000円（99.7％）。 

簡易水道・下水道工事関係については、活汲地区マンホールポンプ所機械設備更新

工事他 14件、４億 2,592万円（100.0％）。 

設計等委託業務関係については、南郷橋外１橋橋梁補修設計業務他 28件、１億 1,625

万 9,000 円（100.0％）であり、令和３年度予算分について総額 14 億 6,206 万 4,000

円で 99.9％の発注率となっており、一般建築工事については一部を残し、発注を終了

したところです。 

なお、今議会におきまして、条例制定及び補正予算等の議案を提出いたしますので、

慎重にご審議の上、原案にご協賛賜りますようお願い申し上げ行政報告といたします。 

よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ただいまの行政報告に対し質疑を受けます。 

ありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（鹿中順一君） 以上で行政報告を終わります。 

 

◎一般質問 

〇議長（鹿中順一君） 日程第５、一般質問を行います。 

質問及び答弁は一問一答方式にて行います。 

 一般質問の進め方については、質問者は前列中央の質問者席で、答弁者は自席で行

うこととします。 

質問事項が複数ある場合は一つの質問事項が完結し、次の質問に移る場合は次の質

問に移る旨の発言をお願いします。 

 次の質問に移った場合、先の質問には戻れませんのでご了承願います。 

 質問時間は答弁を含め 60分以内とし、反問権の行使があった場合は、反問の時間も

含めて 90分以内とします。 

 通告の順に従って順次質問を許します。 

 ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 議長より発言の許可をいただきましたので、先に
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通告しています質問をさせていただきます。 

水道事業と水道料金についてであります。 

水道料金の見直しについては、平成１8年の津別町上下水道運営審議会答申に基づき、

平成 29 年に見直し検討が行われています。本年度が見直し検討年であり、７月 15 日

に津別町水道・下水道運営審議会へ諮問され、11月 17日に答申を受けています。 

そこで、来年度の料金改定にあたり、次の点についてお伺いしたいと思います。 

１点目です。予定している工業用水の切り替えについてでありますが、本年６月よ

り、対象事業所と協議を予定していましたが、どのような見通しになったのかお伺い

したいと思います。 

２点目です。運営審議会からの答申についてであります。 

水道料金について、どのような答申が出されたのかお聞きしたいと思います。 

３点目です。課題とされていた事柄の検討についてであります。 

一つ目は、水道基本水量、いわゆる 10立方メートルから基本水量８立方メートルへ

の見直しの検討についてであります。 

また次に、業務用の水道料金また段階的超過料金についてお願いいたします。 

その部分については、もう一つ本町の水道料金体系が、近隣市町に比べて複雑であ

るということの見直しについても検討とされていましたので、お聞きしたいと思いま

す。 

最後４点目です。今後の水道料金についてであります。 

本定例会に条例案が提出され、来年度より新たな料金体系を目指しているわけです

が、今後、どのような時期にどのような検討を考えているのかお聞きしたいと思いま

す。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 渡邊君の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

町長。 

〇町長（佐藤多一君） それでは、水道事業と水道料金のご質問についてお答え申し

上げたいと思います。 

はじめに、工業用水の切り替えについてですが、対象となる１社に供給していた工



 ― １１ ― 

業用原水が、高台配水池の更新により今後供給できなくなることから、浄水の供給に

切り替えさせていただくものであります。 

この会社の想定使用水量は、年間 27万立法メートル前後と思われまして、使用料金

は倍以上になることから、お互いの経営に与える影響が極めて大きいため数度にわた

る協議を重ね、２年間の経過措置を設けるなどして合意に至った結果を運営審議会と

協議させていただき、合意内容を尊重した答申を受けたところであります。これによ

り今回、簡易水道事業給水条例の改正案を提出させていただいております。 

次に、運営審議会の水道料金に係る答申内容についてですが、家事用については、

直近の経営見込みにおいて料金改定を行わなくとも経営の維持は可能だが、今後の人

口減少等による料金収入の落ち込みが、想定以上になる場合は都度検討が必要である

こと。 

業務用については、公平な料金のあり方について検討を行ったが、業種等による使

用状況に大きな差があるため結論には至らなかったことから継続課題とすること。 

工業用については、原水から浄水の供給に変更になることで、現行料金体系をその

ままにして大幅な負担増を求めた場合、水の利用を控えようとする判断につながるこ

とも予想されることから、新たに超過料金を設定することが必要であるとし、その上

で、これまでの倍以上の料金を求めることになるため、急激な負担増とならないよう

経過措置を設けることが望ましいとされたところです。 

次に、課題とされていた事項の検討についてですが、家事用使用量の基本料金の見

直しについては、改正案では、現行どおり１カ月当たり 10 立方メートルで基本料金

2,200 円とすることとしましたが、これまで実施してきた軽減規程の内容を受け継ぎ、

５立方メートル以下については、1,760円とする２段階の設定としました。これにより、

実質的に利用者の利便性の向上が図られるものと考えております。 

業務用の水道料金については、業種等により利用状況に幅があることから、慎重に

検討しなければ実質的に負担が増える利用者が出てくることが想定されます。また、

今回の料金改定案により工業用料金の収入増により長期的な黒字化を見込んでいます

が、安定した水の供給を続けるための老朽管の更新が急務であることから、業務用利

用者の方にも一定の給水準備に要する費用を負担していただきたく、今後とも慎重に
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検討を行う考えであります。 

水道料金体系が複雑であることの見直しについては、今回の工業用の使用料金の改

定案では、これまでに使用水量により複数の基本料金を設定しておりましたが、これ

を単一にしました。これにより実際に該当する事業所の経理を担当される方にとって

は確認しやすい内容になったものと考えております。 

最後になりますが、今後の水道料金についてですが、これまで料金改定にあたって

は、おおむね５年程度で検討を行ってきましたが、今回の答申において、「これまで定

期的に諮問を受け検討を行ってきたが、今後は経営見通しに影響を与える環境の変化

が生じた場合は、適時に検討を進めることが必要と考える。」とされたところです。こ

のため今後、収入見込み、更新需要、財務諸表等により経営状況を常に注視しながら、

検討の時期を逸することのないよう進めてまいる考えでありますので、よろしくお願

いいたします。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 それでは再質問させていただきます。 

工業用水の切り替えについてでありますが、今、町長から答弁をいただきましたが、

工業用水への切り替えの後、現在、使用されています原水、いわゆる旧美都水源につ

いては、どのような扱いとするのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 建設課長補佐。 

〇建設課長補佐（斉藤尚幸君） こちら旧美都原水につきましては、次年度以降、高

台の配水池の更新事業を考えておりますので、こちらによりろ過池とかが使えなくな

る関係で給水自体ができなくなります。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 もう１点、原水利用についてですが、いわゆる美

都水源ではないとしても、上里の上流で自己滅菌などによって使用もあったと記憶し

ています。 

今回の料金改定によって、原水供給の部分の料金については改定があるのかお聞き

したいと思います。 
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〇議長（鹿中順一君） 建設課長補佐。 

〇建設課長補佐（斉藤尚幸君） 今回、改定というか工業で利用する原水の廃止のみ

提出させていただいておりますので、営農用等で利用されている場合については、こ

れまでどおりの単価でご利用いただけます。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 それでは、運営審議会からの答申についてお聞き

したいと思います。 

老朽化による施設や管の更新の考え方についてお聞きしたいと思います。 

水道事業は、原則、企業会計ということでこれまでも質疑させていただきました。

これから始まる配水池の更新事業や、その後予定する老朽管の更新事業など、まさに

終わりない戦いへと突入するわけですが、そこでふと原点に立ち返ったというか思っ

たわけです。そもそも、どこまでの料金に反映させる事業で、また、どのような事柄

は社会的なインフラ整備としてその部分の経費とあたるのか、そこに按分的な概念の

余地はないのか、審議する上でこういうことが課題になってくるのではないかなとい

うふうに思います。 

これまでの中でも、津別の水は湧き出ているわけですが、上里から貯水池、いわゆ

る市街地のほうまで長く管を引いている現状や、今ありました老朽化する施設の更新

や小電力発電の導入などでもこういうことが議論されてきました。各自治体によって

も水源や施設整備や更新はさまざまであるわけですが、しかし、どういう地域によっ

ても市街地をめぐる配水管、いわゆる町民の家庭まで届けるその部分、引っ張ってく

る部分と届けるという部分の配水管の更新に至っては、私の個人的な考えですが、道

路整備や、その保全や公園整備などもそうですが、そういうものと同じく自治体の社

会インフラ的な要素が強いんじゃないかなと思うわけです。そう私は思うわけですが、

その部分、水道事業の中の社会インフラ的な要素について、町長のお考えがあればお

聞きしたいというふうに思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 答申の内容でもありますけれども、答申の内容そのものはお

手元にはあるんですね。わかりました。 
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基本的には、この水道事業は法適で進めていますので、結びのところにも書いてあ

りますとおり、できるだけ利用者の負担の増加を最小限に抑えるためにも、今後にお

いても適切な事業運営と老朽施設の更新にあたってはダウンサイジングについても検

討すると工夫が継続されることを望みたいということで、これまでも人口減少ととも

に、できるところを進めてきているところですけれども、まだまだ取り替えなくては

ならないという所が図面上を見てもかなりあります。それらについて水が供給されな

ければ断水も経験しておりますので、どういう状態になるかというのは皆さんもよく

承知されていると思いますので、これは安定的に行うためには、やはり必要な投資は

していかなくちゃならないというふうに思いますけれども、それに対する補助制度、

これは上水を簡水の事業に変えたということは、少しでも補助制度は少ないのですけ

れども、それを活用していこうと、そして過疎債の対象になるようなそういうものに

していこうということで、上水から簡水に切り替えてきていますので、行政でできる

ところはこれからも支援するような、一般会計の支援ということもあり得るかと思い

ますけれども、基本的には、やはり皆さんの水道料金をどんどん下げるというわけに

はいきませんので、それは審議会の中でもその辺は承知の上でいろいろ議論されてき

ておりますので、その答申はしっかり受け止めながら対応してまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 いろんな考え方があると思います。資料の出し方

によっても違うと思いますし、極論の話をするわけではないので、私も水道料金だけ

を単価を下げてくれという話ではないので、その部分については理解した上で、やは

り実際として、そういう部分の按分というと何対何みたいな話じゃないのですけど、

やっぱりそういうものも繰り入れながら、よりよい形で進めていただきたいというふ

うに思います。 

それでは、次の課題とされていた事柄についてお聞きしたいと思います。 

業務用の水道料金についてなんですが、答弁の中で実質的に負担が増える利用者が

出る場合もあると、検討によってはということですが、それはどのようなことを意味

するのか、どのような場合についてそういうことが考えられるのかお聞きしたいと思
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います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 後ほど審議会に入っていた担当のほうから補足があるかもし

れませんけれども、私のほうで聞いている範囲では、議員も業務用を使われている立

場にあるかと思いますけれども、ずっと朝から晩まで水道を使われる仕事と、例えば

スナックのように夜のみ水道を使うというような、これも業務用で使われております

けれども、そういったところの比較、極端な例ですけれど考えると、そこにどういう

ものの考え方でいくかということになると、審議会の中では、今回においては具体的

な結論が出なかったという状況です。ですから引き続き検討していこうというふうな

ことになっておりますので、その辺もあわせまして、今後さらに話し合いというか協

議を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（鹿中順一君） 建設課長補佐。 

〇建設課長補佐（斉藤尚幸君） 審議会の中におきましては、業務用料金については

年間でおよそ 2,800 万円内外の数字の料金をお支払いいただいているところでありま

す。こちらにつきましても更新事業等につきましては貴重な財源であるという意味が

ありますので、ある一定の負担は業務用のユーザーの方にもしていただきたいという

考えはございます。 

その中で、こちらの金額を維持しながらという前提で物事を考えた場合ということ

になるので、それは確定ではございませんが、ある程度ちょっと上がる方、下がる方

というのは想定しながら物事は進めていかなければならないかなというふうに考えて

いるところです。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 私も今利用している方が不利益になるような結果

は望みませんので、全体の中でという話を絶えずさせていただいているというふうに

思います。 

答申の中でも公平な料金の負担のあり方や業種等の使用状況ともあります。諮問に

先立って、私も６月に一般質問をこのテーマでさせていただいていますが、私が言い

たいのは、そもそも業務用の料金設定が全体の設定から見ると矛盾しているのではな
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いかなというふうに私はお伝えしてきたつもりであります。 

改めて端的にお聞きいたしたいと思います。 

業務用の料金設定がほかの幾つか段階があります。いろんな工業用、家庭用、農業

用などがありますが、その設定の中で割高な設定の要因についてお聞きしたいと思い

ます。 

〇議長（鹿中順一君） 建設課長補佐。 

〇建設課長補佐（斉藤尚幸君） 業務用料金体系なんですけれども、使用水量に応じ

て例えば家事用とかほかの使用用途に比べて安くなる部分がないということは、こち

らとしてももちろん把握しているところでございます。ただ他市町村の例等を見た場

合におきましても業務用が家事用よりも高い料金が設定されているという部分もあり

ますので、当初時点からの引き続きで、例えば何パーセント上げる、下げるという話

で料金改定を進めてきた経過もありますので、ちょっとそういう料金体系になってい

るというところについてはご理解いただければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 私も議員になりたてのころから、この水道につい

て質問させていただいている中で、当初はやはり近隣市町村から見た津別町というも

のをよく持ち上げていたと記憶しています。 

そういう中で、よく答弁の中で、そういうものは各自治体によっていろんな現状も

違うので、それぞれが考えることだというふうによくたしなめられていたというか、

よくそういう答弁をもらっていました。 

そういう中で今、お答えを担当からいただきました。各地域によって業務用という

ものが高い設定が割合多いのではないかと、そういうものも考えているという話は私

も担当とよく話ししますのでわかる話です。逆を言えば、半分程度はそういうことを

考えずに家庭用などと同じように料金設定している地域もそういう意味で言えばある

わけでございます。なので私は、今までこの先ほど町長ともお話ししました不利益に

ならないようにということも踏まえまして、全体の収支のバランスというものは絶え

ずもちながら質問をしてきたつもりであります。工業用というものが、そういう中で

一つのキーワードというかそういう形になって今回現れているという部分です。私も
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業務用が割高である必要性というものについてちょっと考えますと、今言ったように

あまり料金体系を崩しますと全体が不利益になりますので、そういう部分は収支のバ

ランスというものは一つあります。そのほかに考えられるのは、当初からあります昔

からよく出ています使用の目的、いわゆる商売で使っているんだから家庭用やそのほ

かの物とは差別化して考えて料金設定がされたと、その部分について使用の目的とい

う部分について、現在もそのような考えであるのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 建設課長補佐。 

〇建設課長補佐（斉藤尚幸君） 他市町村の例を見た場合なんですけれども、例えば

水道メーターの口径別料金の設定等を考えている自治体も最近増えてきているところ

ではありますが、今、当面のところ現状といたしまして津別町においては可能な限り

用途別の使用料金の設定という方向で当面のところ進めていきたいなとは考えており

ます。 

また、口径別の料金の設定については今後の課題になるのかなと思っておりますが、

それは早急に結論が出せるものではないというふうに認識しておりますので、ちょっ

とまだ先の議論にはなるかなとは考えております。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 私も担当と細かい協議をここでしたいわけではな

くて、いわゆる考え方として家庭用があって対角にはたくさん使う工業用などがある

中で、業務用というものが、そこで基本料金を見ましても超過料金を見ましても飛び

出ているわけです。私は、その金額の大小云々を申したいわけじゃなくて、考え方と

してどうなのかと。答申では今後においても検討課題ということで、ある意味私も半

分ほっとした部分はあるのですが、私としては今話ししてきたように平成 29年から今

回の工業用水の切り替え時期ということでの何かしらのものがあるのかなというふう

に思っておりました。業務用の基本料金は、基本水量が家事用の倍となっていること

から、20 立方メートルで家事用であれば 4,400 円となるわけですが、業務用の場合は

基本料金が 4,735 円ということで、さらに超過料金の設定では、家事用が１立方メー

トル 220 円のところ、段階的に家事用も 209 円と下がるような軽減措置があります。

今回の切り替えにあります工業用に至っては、基本水量が使用量によって段階的な料
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金設定にもなっていますし、超過料金も割安となっています。業務用は超過も 262 円

という固定でございまして、超過料金による軽減措置もありません。私は民間人です

から営業目的で利用料金が高いという部分の意図は理解しますし、使用量が多い場合、

過度な負担増とならないような配慮の必要性も理解しているわけです。先ほど言って

いますように金額差云々を申し上げたいわけではなくて、こういう考え方の矛盾とい

う、私の言葉としては矛盾というものを解消してほしいわけです。 

今回の料金改定の折に、そういう折に、そういう切り口をもっていただきたかった

わけでありますが、今後においても検討ということですので、どういう検討を具体的

にこの業務用、いわゆる超過料金も含めて考えられるのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 建設課長補佐。 

〇建設課長補佐（斉藤尚幸君） まず家事用よりも業務用が高くなっているという件

についてでありますけども、家事用につきましては公衆衛生上の観点もございますの

で、なるべく利用しやすい金額にというふうには考えております。これによりまして

業務用をいじったから家事用が上がるとか、そういう考え方は極力避けていきたいな

とは考えているところでございます。 

今後の業務用の設定の考え方なんですけれども、先ほどもお話ししたとおり、例え

ば口径別料金を導入するとかという話は早急にはできる話ではございませんので、基

本的には基本料金と超過料金の設定の仕方を調整しながらという形にはなっていくか

とは思うんですけれども、細かい話は、ちょっと審議会のほうと相談しながら進めて

いく形になろうかと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 考え方というものは、私はそこを矛盾と勝手に銘

打っているわけですが、そういうバランスというものの中で、いわゆる時代によって

もこの料金を考えるときの考え方にもあったと思います。またそういう部分も、今回

切り替えにあたって、いわゆるよく言われていましたどの程度かは別にしてパイが大

きくなるっていう話があったと思いますが、そういう折に、先ほどちょっと町長とも

お話ししたように、私も社会的インフラというものがありながら、でもやはり、今も

見ながらいかなきゃいけないという部分もありますので、そういうことを継続して、
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私も個人的にはそういうことを協議していたつもりでおりますので、諮問があって答

申があって町の判断があるということなんですけども、その部分、ぜひ今後も注視し

ていただきたいというふうに思います。 

本町の水道料金が近隣市町に比べて複雑であることの見直しについてでありますが、

今回の改定によって、いわゆる答弁ではスッキリしたというような言い方があるんで

すが、今回の改定によって工業用に新たな段階ができ、さらに時限立法的に盛り込ま

れていた使用量５立方メートル以下の方への減免措置の料金も料金に組み込んだ形と

なり、６月の質問の時の複雑であることの解消という意味から言えば、私はちょっと

率直に複雑であることの見直しについては切り込んでいないのかなというふうに思う

のですが、その部分についてお考えがあればお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 建設課長補佐。 

〇建設課長補佐（斉藤尚幸君） 先ほど町長のほうから答弁がありましたとおりなん

ですけれども、現状の基本料金と超過料金が複数設定されているという状況は、実は

ユーザーである事業所の皆さまから時々料金についてのお電話をいただくことはあり

ました。こちらについて、ちょっと今これから改正案でお見せするものにつきまして

は、そういうものが解消されてくるのかなと考えておりますので、見た目自体はちょ

っと複雑になった部分があるかと思いますが、現場レベルでいえば逆に単純化された

のかなと考えているところであります。 

家事用の料金の設定についてはということだったんですけれども、こちらにつきま

しても実際にはちょっと複雑になっている部分はあるかなとは思うんですけれども、

先ほど町からの答弁がありましたとおり、これまでの軽減規定を組み込んだものです

ので、実際に使われている皆さまには馴染みの深い料金体系になっているのかなと考

えておりますので、このままいければとは考えております。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 私も先ほど来、不利益がないようにという話をし

ました。軽減措置の話も何年か続けてきて、今回の水道料金に盛り込むということに

ついては別に反対なわけではありませんし、ただやはり複雑化の解消という意味でい

えば、やはりユーザー、利用している側の解消もあるでしょうが、やはりそういうも
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のを例えばよく話があるように、津別町に来る方ですとか、やっぱりこれからそうい

うものを利用する方という見方のほうが私は大きいのかなというふうに思います。使

っている方は私も含めてそうですけど、いつも継続して使っているわけですから、そ

ういうものが変わったという認識はあっても、そういうものを注視しませんから、だ

から、そういう意味でいうと、私の受け止め方は、やはり近隣市町に比べて複雑であ

るということの見直しについていえば、シンプルにその複雑さを解消するためには、

やはり業務用と例えば家事用を統合する形で、名称は何でもいいんですけど一般用と

工業用とかという形で２本立てみたいな形が理想的かなというふうに思います。 

いろんな考えで業務用が高いという話はあるのですが、私が採算、価格の問題でな

いとお伝えしているのは、そんなに言ってみたら大きい額じゃないんです、びっくり

するほど差は。であるならば、やはり私個人の夢物語みたいな話ですが、複雑さとい

うものも町長から６月のほうでいただいた部分もありますので、家事用と業務用とい

うものの統合についても図るべきではないかなというふうに思っていたわけでありま

す。 

そういう部分について、今すぐお答えもないでしょうし、そういうことが可能かど

うかという検討も必要だと思いますので、その部分について受け止め方としてはどう

でしょうか、お聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） おっしゃるとおり、この北見地区の定住自立圏の１市４町の

中で見ても、議員がお話しになりました家事用と業務用、これを分けていない町もあ

ります。それからお隣の町とうちもそうですけど、それは多分、分村した関係もあっ

て長いお付き合いの経過もあるかというふうに思いますけれども、お隣の町と同じよ

うな分け方をして今いただいていると、金額は違いますけれども。 

一方、家事用と業務用を一緒くたにしてやっているところもありますけれども、し

かしその部分でいけば、今度は口径によってさまざま分類をしています。ですから表

そのものを見ると、どちらもそこそこ複雑な様相を呈しているのですけれども、使わ

れる方はそこの中の１項目だけなんです。ですから表がいっぱいあっても自分に該当

するのはここですというのは、もう十分今の段階で使われている方はわかっていると
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思います。仮に１本化、業務用と家庭用を１本化すれば、今度はどういう影響が出て

きて、今度口径制、管の太さをどういうふうに入れていくのか入れないのか、あくま

でトンでいくのかとか、さまざま検討しなくてはなりませんので、今、必要な部分を

今回審議会でも議論されて答申をされたということであって、まだ検討しなければな

らない部分については、引き続き協議をするということでの答申内容ですので、それ

に沿って進めていきたいというふうに思います 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 そういった意味でも、私はいわゆる平成 29年から

この水道の質問についてさせていただいているわけですが、例えば業務用については、

超過料金というものが段階的にないので、そういうものを先ほどありましたように使

用量によって金額の差が出るということもありましたので、例えばそういうことを切

り口としてもってくるということぐらいは、私は何となく今回あるのかなというふう

に思っていたわけですから、ここでちょっと矛盾、矛盾という話をしているわけでし

て、その部分で、今後の水道料金についての話に移りますが、答弁にもありましたよ

うに、新たな工業用水が今後２年間という形の減免的な中で動いていきます。 

また、今まで５年というものを目途にいろんな協議がなされてきたと思いますが、

今後は経営の見通しに影響を与える変化が生じた場合、適時にというような文言だっ

たかと思います。その部分で、いろんなことが想定できると思いますが、どのような

ことが影響を与える、適時にというふうになるのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 建設課長補佐。 

〇建設課長補佐（斉藤尚幸君） 今、とりあえず想定されているところで直近のもの

ということになりますが、水道料金だけに限った話ではないのですけれども、水道、

下水道も含めた上での話なんですけれども、令和５年の４月から、今のところ下水道

事業については法適化を進めようというふうに考えております。その際に長期見通し

もあわせて企業会計による長期見通しをつくっていこうかなというふうに考えており

ます。そのときにちょっとあわせて水道料金についても検討するタイミングであるか

なというふうには考えております。 

〇議長（鹿中順一君） ２番、渡邊直樹君。 



 ― ２２ ― 

〇２番（渡邊直樹君） 〔登壇〕 最後になりますが、水道事業については企業会計

を維持しながら社会的なインフラ要素を多分に含んでいます、全ての町民に関わりの

深い事業でもあり、公平な基準も求められると思います。 

老朽化で更新が避けられない頭の痛い問題ではありますが、柔らかく考えれば、先

ほど私も言いましたように町道や歩道の改修などと同じように、計画的に随時、適時

の対応が可能であるというふうに思います。 

担当とお話ししたときにも、例えば 60年で考えるのか 100年で考えるのかなんて話

もありました。その部分もありますので、次の時代のことを今言ったように考えなが

らも、やはり今の部分にも対応していかなければいけないというふうに思います。 

私もそういうことがあったので、この工業用用水の切り替えというタイミングでい

ろんな物事が動くのかなと、ある意味、逆に言えば一般会計のほうから減免の５トン

以下の部分は繰り入れしていましたから、例えばそこをその形で据え置いたとしても

違うことを取り入れるとか、そういうことが可能だったのかなというふうに私自身は

思うわけです。 

理事者側というか町側からすれば、そういうものを別口でやっているものを決まっ

た形の中に入れるというものもありますし、民間的な発想でいえば、そういうものは

絶えずずっとそこで続けながら、全体を見たときに切り替えによって出たものをどう

判断するかというものは、また別に考えるという方向性もあったのではないかなとい

うふうに思います。 

そういった中で、町長が６月に言われました、先ほどありました、ほかと比べるの

か自分たちの地域は地域だっていうことなのかという話にもつながりますが、本町の

水道料金が近隣市町に比べて複雑であることの見直しというものを、やはり今、定住

自立圏もありますし移住促進とかいろんな町に対する見え方というものもありますの

で、ぜひそういうことを第１の課題として置いていただいて、また全体から見た業務

用の設定、私は先ほど来、今日何回言っているかわかりませんけど、矛盾という言い

方をしていますが、そこの部分の切り口や盛り込み方もぜひあわせて考えていただき

たいというふうにお伝えしまして、私の質問を終えたいと思いますが、町長から最後

に一言いただきたいと思います。 
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〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 議員から矛盾という言葉が再三出てまいりますけれども、必

ずしも矛盾というふうには受け止めておりません。今までの料金体系というのは、こ

れは今に始まったことではなくて、ずっと水道ができてから始まって、それが少しず

つ改善されてきているというふうに思っています。それに対する馴染んできたものと

いうのも当然ありますし、それからその馴染んできたものを変更するということは非

常にほかにこうしたけれども、ほかに何か影響は出ないかというようなことも含めて、

後であららという話になると困りますので、そこはやはり慎重に対応していかなくて

はならないのかなというふうに思っています。 

人口減少がやっぱり水道料金にも一部例えば、今のまちなか再生で水道料金のお話

も出たりしていますけれども、そうではなくて、やはり人口減少といわゆる料金を払

っていただける方が減少していくということですから、そういうところを見ていくと、

そこは何らかの対応もしていかざるを得ないのかなというふうに思います。 

今、都会のほうでは水道の民営化というのが随分言われていて、既にやっていると

ころもあるように聞いておりますけれども、なかなかこういう地方の中で、これを営

利として進めるということは非常に困難な状況だというふうに考えておりますので、

かといってどんどん町が一般会計から繰り出しをしていけばいいということにもなり

ませんので、その辺はやっぱりバランスを見ながら、この辺までかなとか、これはで

きそうだな、これはちょっと無理かなというようなことを運営審議会の中でも、もう

審議会の皆さんは長い方が多いですので、ある意味ツーカーみたいな、この部分で言

葉一つ言っても、「はいはい、それは」ということでご理解されている方がほとんどで

すので、そういう方たちとまた協議を進めながら定住自立圏の中の、何て言うか、同

じように例えば１本化できるのかどうかだとか、それらも含めて少しゆっくりやらな

いと、早急にやっても後でもう１回見直そうかというふうになってしまわないように、

じっくり話を進めていきたいと考えております。 

〇議長（鹿中順一君） 暫時休憩をします。 

 

             休憩 午前 10時 53分 
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             再開 午前 11時 ５分 

 

〇議長（鹿中順一君） 休憩を閉じ再開します。 

次に、５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 議長から発言のお許しをいただきましたので、先

に通告をしています避難行動要支援者の避難行動支援について一般質問を行わせてい

ただきます。 

災害発生時の避難行動要支援者の対策については、平成 25年６月の災害対策基本法

の一部改正により、市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。そ

して、災害時の迅速な避難支援を強化するための改正災害対策基本法が本年５月 20日

に施行されました。その内容は、災害時に支援が必要な高齢者や障がい者など、避難

行動要支援者ごとの個別避難計画の作成を市町村の努力義務にすることなどが柱にな

っています。 

そこで、津別町における避難行動要支援者の避難行動支援に係る次の点について伺

います。 

１点目は、災害発生時にみずから避難することが困難な避難行動要支援者の避難支

援に関わる関係者である自主防災組織の役割は重要であります。津別町における設置

状況について伺います。 

２点目、避難行動要支援者名簿の作成・更新状況はどのようになっているのか。 

３点目、自主防災組織や自治会など、避難支援関係者への避難行動要支援者名簿の

提供状況及び今後の予定はどうなっているのか。 

４点目、避難行動要支援者ごとの個別支援計画作成の考え方についてお聞きします。 

最後に５点目は、地域の中に防災リーダーを養成するため、「北海道地域防災マスタ

ー」の取得応援や「防災士」取得の助成の考えについてはどうか。 

以上の点について質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 山田くんの質問に対して理事者の答弁を求めます。 

町長。 

〇町長（佐藤多一君） それでは、避難行動要支援者の避難行動支援についてお答え
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を申し上げたいと思います。 

はじめに、津別町における自主防災組織の設置状況についてでありますけれども、

自主防災組織の重要性につきましては、議員ご指摘のとおり、災害時は、まず自助、

次に隣近所の支援として防災組織が共助として役割を担うとされております。津別町

の自主防災組織設置の取り組みにつきましては、比較的近隣町村より遅く平成 18年度

に行政から組織要綱案を示させていただき、自治会単位の結成を呼びかけたところ、

平成 19 年度と平成 20 年度で３組織が立ち上がり、行政と合同の避難訓練等も行って

きたところです。 

その後、組織の立ち上げのためのルールを単純化して組織化を働きかけ、その結果、

平成 27 年度から平成 29 年度にかけ 11 組織に増え、現在は 14 組織で、戸数カバー率

は 56％になっています。自主防災組織がなくても自治会で対応できる地域もあります

が、防災計画において「自主防災組織の育成等に関する計画」に記載のとおり、防災

意識の向上のためにも、今後とも整備、育成を推進していく考えであります。 

次に、避難行動要支援者名簿の作成・更新状況についてですが、平成 28年度に名簿

を作成しましたが、手上げ方式によりまとめたため、対象が要配慮者も含めての名簿

となり、防災組織での対応が難しいものになってしまいました。要支援者の予備軍と

しての把握にはなりましたが、個別計画を作成する必要のない方も含まれていたこと

から、混乱を招く結果となりました。 

そのため、昨年度において防災計画に定めている避難行動支援者について、自治会

連合会、社会福祉協議会等とも協議し、改めて要支援者の範囲を確認し、その範囲の

中で先に名簿登載への届け出がなかった対象者に対し、意思確認のための通知を本年

度において行っており、その確認を待って改めて要支援者名簿として更新することと

しております。 

次に、自主防災組織や自治会などへの名簿の提供状況についてですが、現在、要支

援者名簿に登載対象となっている方で、いまだ登載への意思確認ができていない方の

確認を進めており、できるだけ早く自主防災組織等との情報共有を行いたいと考えて

おります。 

また、名簿作成後は登載者の異動状況の確認と、新規登載者のリストアップを行政



 ― ２６ ― 

と自主防災組織等が情報共有して定期的に更新することが重要であることから、その

具体的な方法についても協議してまいりたいと考えております。 

また、登載対象者であっても、名簿登載への意思確認ができない場合は、先進地の

事例に倣い条例等で「拒否しない限り名簿に登載する。」などして、要支援者名簿の充

実を図る考えであります。 

次に、個別支援計画作成の考え方についてですが、本年５月に改正、施行された災

害対策基本法において、個別避難計画が努力義務とされました。昨年改正した津別町

防災計画においても、個別計画を「策定するように努める」としたところです。この

法改正に伴い、避難行動要支援者の退避行動支援に関する取組指針が改定され、「市町

村が主体となり、おおむね５年程度で作成に取り組んでいただきたい」という目標が

提示されました。これにより、作成の流れと様式が示され、先進事例に基づく注意事

項、持続していくための方法等も示されたことから、今後、自主防災組織、社会福祉

協議会、民生委員等の福祉分野の関係者とともに、津別町の実情に応じた個別避難計

画の作成に取り組んでまいる考えであります。 

最後に、地域の中に防災リーダーを養成することについてですが、「北海道地域防災

マスター」は、防災活動を活発にするため、消防や市町村等で防災業務を経験した方

などに、防災活動の中心になっていただくことを目的に北海道が認定する制度です。

平成 29 年 11 月に津別町で研修会が開催されまして、23 名の方が受講し、別途取得し

ていた方を含め、現在 24名の方が認定されています。取得後、特段の活動はされてい

ませんが、自治会関係者が多いことから、防災への意識は高まっているものと考えて

おります。津別町での再度の研修開催は難しいと思いますが、近隣で開催される場合

は、広報などでお知らせしたいと考えております。 

「防災士」は、ＮＰＯ法人日本防災士機構が認証している制度で、「自助、共助、協

働」を原則といたしまして、社会のさまざまな場で防災力を高める活動を期待し、資

格試験により同機構が認証する制度です。定期的に各地で研修を行っている防災士研

修センターの研修講座での資格取得費用は６万 1,900 円となっており、また北海道で

は来年２月に札幌市商工会議所付属専門学校で行う研修で、テキスト、受験料、登録

料を全て含め５万 8,000 円としています。防災士の意義は大きなものがあるとして、
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都道府県や市町村でも研修を実施するなどの助成を行い、取得を促しているところが

増えていますので、本町においては例えば「人づくり・まちづくり活動支援事業補助

金」の活用なども考えられるのではないかと思っているところであります。 

以上であります。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 回答いただきましたが、再質問させていただきた

いと思います。 

最初の自主防災組織の関係です。回答で、現在 14組織が津別町内で設置をされてい

るということでありましたが、平成 29 年度までで 14 組織ということで、そういう部

分でいったら、ちょうど４年ぐらいたっているのですけど、その間、組織がされてい

ないという部分があるのかなと思っています。 

それで、この自主防災組織、市街地区 20自治会だったと思うんですが、あると思い

ます。人口の 80％ぐらいが市街地区に集中しておりますが、市街地区の中ではどのぐ

らいの組織の自治会になっているのか、その点をお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 市街地でいけば、14のうち 11、あとは岩富だとか本岐の場合

は村田議員さんがおりますけれども、全部二又から布川まで一編になって本岐地区自

治会連合会ということで、ほとんどの周辺の所が全て網羅された形での自主防災組織

になっております。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 自主防災組織の全部の自治会が設置をするという

のが目標に上がってくるかなと思いますが、ただ優先度からいって、地震の災害の場

合は全町的な部分になってくるかなと思いますが、特に近年の豪雨災害といった部分

の中では、浸水区域だとか、さらには土砂災害区域、そういった地域を抱えている自

治会が、この自主防災組織を早期に立ち上げて訓練等を行っていくというのが必要か

なというふうに思っておりますが、この今、11 自治会市街地とありましたが、やっぱ

りこうした網走川の地域を近隣としている自治会といった部分で、自主防災組織がま
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だ設置されていないといった部分の自治会もあるのではないかなというふうに思って

おります。そういう部分、全体に呼び掛けるというよりも、むしろ４年間、自主防災

組織が立ち上がっていないといった部分でいけば、そういった地区にちょっとターゲ

ットを絞りながら、町のほうで行政として後押しをしていくというか、設置に向けて、

そういった取り組みも必要ではないかなというふうに考えますが、その考えについて

はどうでしょうか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） この間、平成 29年で 14組織ということで、平成 29年度にか

けて 11 組織に増えて、その後三つ増えておりますので、現在 14 ということでありま

す。 

コロナの関係もあって、なかなか会議が開けないという状況もこの間２年間続いて

おりましたけれども、その辺の様子も少し変わりつつありますので、また自主防災組

織の結成に向けた働きかけを進めていきたいなというふうに思っております。 

最初の答弁でも申し上げましたとおり、自治会でも対応できるというところもおっ

しゃられる自治会もあるのも事実でありますけれども、最近いろいろな災害等の自主

防災組織に関連する本などに目を通しますと、私も以前、東大名誉教授の大森先生の

コラムがずっと頭に残っているんですけれども、それと同じようなことが最近言われ

ているのですが、いわゆる自助、共助、公助という３区分でお話がこれまでされてき

ているのですけれども、先生は自助と共助の間に互助があるということで、自治会の

対応というのは、いわゆる共助ではなくて互助ではないのかと、それは自分の兄弟や

親やそういうところが同じように隣近所の人たちに、大丈夫かということで対応して

いくものであって、自主防災組織はまさしく共助の部分に入って、いわゆるある種シ

ステム化されて、そして起こったときにすぐ行動に移せるという組織体系がしっかり

しているという、行政とともに連携をとって、動ける態勢になっているというところ

だと思います。ですから、その辺の違いというのですか、それらも含めてお話を進め

ていく機会をもっていければなというふうに考えております。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 いずれにしても、この自主防災組織、町のほうか
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ら働きかけることで、それでまた地域の中での防災に関する意識向上にもつながって

いく部分だというふうに思っております。 

災害が少ない津別の町なんですけど、その分やっぱり備えをきちんとしておかない

と、大きな災害がきたときには何も動きがとれないといった状況になるのかなという

ふうにも考えておりますので、引き続いて町のほうからも働きかけのほうをお願いし

たいというふうに思っております。 

次に、二つ目の避難行動要支援者の名簿の更新の関係であります。 

回答にありましたが、平成 28年に作成したものから、昨年度から名簿の範囲を確認

しながら更新作業を行っているとの回答でありました。以前は手上げ方式のため、要

支援者でない人も名簿に上がってきたりだとか、逆にこの人は対象だよなと思ってい

た人も名簿になかったりだとか、そんなふうな使えない、ちょっと名簿を整理しない

とだめだといった、そのようなことも聞いております。 

それで今現在、どういう方を名簿対象者として前回の反省を踏まえながら、どうい

う方を名簿対象者として整理をしてきているのか、その点についてまず確認をさせて

いただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 防災危機管理室長。 

〇防災危機管理室長（宮脇史行君） 名簿の関係ですが、対象者としましては要介護

の高い方、また障がいのある方、そのような方を中心として作成しております。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 以前は、高齢者の中で避難が必要だといったそう

いったような方も手を挙げて介護度がなくても、そういう方も手挙げしていて名簿に

載ったといった経緯もあったのかなというふうに思うのですが、この名簿の登録者の

部分で、そういう対象者といった部分は、町で手帳の確認だとかあるいは介護度の確

認等で把握できる人数かなというふうに思っていますけど、今、その把握をしている

予定をしている数字という部分を差し支えなければ今どのぐらいの数を考えて名簿登

載として予定しているのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 防災危機管理室長。 

〇防災危機管理室長（宮脇史行君） 先ほど町長の答弁にありましたが、対象者 69名、
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このうち 39名の方から登載の希望がありました。あと３名の方は必要ないということ

で報告をいただいております。なので残り 27名の意思確認ができていませんので、そ

の 27名の方については、こちらで個別に確認をして登載の希望があるかないかを確認

していきたいと考えています。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 69人の対象者のうち 39人の同意をもらっていると

いうようなことであります。およそ 60％の確認率といいますが同意の率かなというふ

うに思ってます。 

今、残りの方の確認作業を行っているというようなことでありますが、これは確認

は町のほうで行うような形にしているのでしょうか。その点まず先に。 

〇議長（鹿中順一君） 防災危機管理室長。 

〇防災危機管理室長（宮脇史行君） 確認のほうは町のほうでご本人に確認していき

たいと考えています。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 この 69人の方、多分町の避難行動の要支援者のマ

ニュアル等を見ましたら、要介護３から５だとか、障がいの１、２級だとか、本当に

車いすだとか、あるいは重度の障がい者といった部分の中で、本当に避難をみずから

できないような対象者だというふうに思います。そういう意味でいけば、多分、最初

の文書通知だけでは意味もちょっとわからないというか、そういったような方もいら

っしゃるのではないかなというふうに思いますので、ぜひその辺は、この 69人の方が

３名は拒否をされているというようなことでありますけど、それ以外の方は、本当に

その趣旨を伝えて、町のほうも命、財産を守っていくための名簿の登載なんだという

ような、そんな理解を求めながら、名簿のほうの確認を増やしていっていただければ

なというふうに思っております。 

それと、あとこの名簿の中で、次の提供のほうにも関わってくるかなと思うんです

けど、町のほうで確認をしている部分と、例えば要介護の２だとか、あるいは１の人

でも、例えば認知症の症状がひどくて、そういう情報の確認だとか、さらには避難の

部分がスムーズに行われない人って必ずそのほかにもいると思うんです。その辺は、
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ぜひ介護度に関わらず、介護の関係者だとかあるいは障がい事業所との関係機関、さ

らには地域の人のそういった状況というのはわかっている部分もあると思いますので、

ぜひそこで確定するんじゃなくて、そういうキャッチボールをしながら名簿をつくり

上げていくというような、そんな態勢で望んでいただければなというふうに考えてお

ります。 

それで、同意をいただけない場合の対応の部分で、回答の中で条例等で拒否しない

限り名簿に登載するといった、言ってみれば逆手上げ方式みたいな感じで、拒否をす

る人だけ手を上げてくださいという、そんな方式だと思いますけど、この要支援者の

方を、町といいますが行政が把握をするといった部分は、やっぱりその情報が自主防

災組織、あるいは自治会などで提供することで、実際にその方を直接的に支援すると

きに、その人が一体どこの部屋にいて、家族はいるんだけど日中は一人で避難すると

きにはどんな手段が必要かだとか、どんな避難経路で行くだとか、そういった部分を

日ごろからわかっていないと実際に災害時にはこの名簿のやつを拒否していても名簿

の提供ができるというふうにありますけど、やっぱり日常的にそういったこの方の状

況だとか、そういった部分がわかっていないと、なかなか本番では動けないという、

それは当たり前のことだというふうに思っておりますので、ぜひ名簿の事前に登載を

できるというか、その名簿をきちんと更新をしながら確実な名簿にしていくといった

ところを心がけていっていただければというふうに思っているところです。 

それで３点目の名簿提供の部分ですけど、これは今、名簿の整理を行っているとい

うことでありますが、具体的にはその整理をいつごろまで行いながら名簿の提供が具

体的にはどのぐらいの時期になるのかといった部分で、今、予定をされている部分が

ありましたら、まずお答えをお願いしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 防災危機管理室長。 

〇防災危機管理室長（宮脇史行君） 具体的にいつまでというのがちょっとまだ定ま

ってはおりませんが、早い時期に確定させたいと考えております。 

先日、自治会連合会の役員会にも出席させていただいて、この名簿の関係のお話を

させていただきました。自治会連合会のほうもなるべく早く出していただいて、それ

を提供してもらいたいということで、その後は一緒に個別計画の作成に携わっていき
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たいということでしたので、なるべく早目に作成していきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 できるだけ早くということでありますけど、この

名簿が来て、次の個別計画の作成というふうになって、そういう手順になるかなとい

うふうに思っておりますので、手続きについてよろしくお願いしたいと思います。 

それで、個別のこの避難計画です。これをつくるのは、多分町としてというか地域

のほうとしても初めての取り組みかなというふうに思っておりますけど、この計画を

どのように地域のほうとつくっていくのかといった、そういう方法について、今、地

域と話をするときに、どういった形で進めていくのかといった部分で考えがありまし

たらお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 防災危機管理室長。 

〇防災危機管理室長（宮脇史行君） 一応、個別計画の名簿の様式がありまして、ご

本人の避難の必要な理由とかかりつけの病院、そのほか家族の状況、あとは家の状況、

普段は例えば１階の居間にいますとか、寝室はどの辺りですとか、そういう情報を入

れていって確認したいと考えています。 

それも、やはり行政側だけでは詳しい情報はわからないので、やはりそこは自治会

の方々にいろいろ協力いただいて、普段の状況とかを確認して作成していきたいと考

えております。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 自治会のほうとの協議が行われると思いますけど、

回答でも民生委員さん等も含めながらといった話もありました。それで例えば、要介

護の人であれば介護の居宅介護支援事業所のケアマネージャーが、多分、要介護３以

上であればついているのかなというふうに思いますし、障がいをもった方も包括支援

センターにある障がいの事業所の相談員のほうも十分その方の状況は把握をしている

かなというふうに思いますので、ぜひ個別計画の策定にあたっては、こういった本人

の状況が１番わかっているような方も一緒に含めながら取り組めるような、そんなよ

うなことも必要かなというふうに思いますけど、その辺の考えについてはどうかなと

思いますがいかがでしょうか。 



 ― ３３ ― 

〇議長（鹿中順一君） 防災危機管理室長。 

〇防災危機管理室長（宮脇史行君） 〔登壇〕 今、議員が言われましたとおり、居

宅介護とか包括支援センター、あとそういう福祉部門の方とかと一緒に状況を確認し

ながら作成していきたいと考えております。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 補足というか、実は、これから５年以内に努力義務としてつ

くってくださいということであります。国のほうから示されているポイントなんです

けれども、個別避難計画の作成に関する留意事項というものがあります。その中で、

計画作成の業務には、本人の状況等をよく把握し信頼関係も期待できる福祉専門職の

参画が極めて重要というのが１項目あります。 

また、避難を支援する者の確保、誰がやるのかということも、まず支援する人の確

保、そしてその人が今度は負担感を軽減させてあげるような、１人でなくて複数の人

で対応するだとか、そういうものにも留意してほしいということです。そして計画の

作成後も計画内容の改善や避難の実効性の向上につながるために避難訓練を行うこと

が適切ですよということが言われてます。 

それと個別避難計画情報についての避難支援等関係者への提供、これはいわゆる自

主防災組織だとか消防団だとか、民生委員だとか、それから避難を実際にするときの

支援者、そういうところへの提供が必要ですよと。そして最後に、社会福祉施設等か

ら在宅に移る避難行動要支援者などについてはということで、特養から例えば自宅に

また戻るだとか、そういうようなことがある場合は、速やかに避難行動要支援者名簿

に記載して避難支援に切れ目がないように、施設に入っていればその施設の職員が対

応してくれますけれども、自宅に戻ったときに、そこでもしっかりできるように切れ

目のないように留意していただきたいということが示されておりますので、こういっ

たことを頭に入れながら計画を作成していくという形になると思います。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 そういう今、町長のほうからもご答弁をいただき

ましたが、そういう形でいけば、地域だけではこれはやっぱり難しいかなというふう

にも考えております。もちろん今お話があったとおり、いろんな関係者の方がその人
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を支援するための、スムーズに避難できるような形も考えていかなければなりません

し、実際に計画をつくって避難訓練も行うと、そこまでやらないとなかなか災害発生

時の対応といった部分ができないのかなというふうに思います。 

それで例えば、こういったいろんな関係者を巻き込みながら行うといった部分では、

地域だけじゃなく、例えばモデル地区を何カ所か設定して、一つ何かそういう先進事

例をつくっていくといいますか、そういった方法も必要ではないかなというふうに、

全町で対応していきつつも何カ所かモデル地区を地域の中につくりながら、そこで一

つの何というか見本といいますか、いい事例をつくりながら、その活動をほかの地域

に広げていくというか、それが必要かなというふうに思っています。特に、それこそ

支援される側も支援する側も、どっちかと言ったら皆さん高齢者の部分になるかなと

いうふうに思うので、そういう意味でいけば、本当にそういう体制をできるだけ早く

つくっていくためには、あそこの地区でこういう取り組みがあったら、うちの地区で

もできるのではないのかなと、そういった部分が必要かなというふうに思っておりま

すが、そういった考えについてはどうかなというふうに思いますが、いかがでしょう

か。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 大変いいことだなというふうに思います。なかなかいっぺん

にやるというのは大変なところもありますので、そういうモデル地区を設定して、そ

れを一つのケースとして広げていくということはいいことだなと思いますし、そのモ

デルケースの中で、実際に避難訓練を行うときには、ほかの自主防災組織、あるいは

これからつくろうとしている方たち、担当の方にもぜひ参加をいただいて、その様子

を見ていただくということもいいのかなというふうに思っていますので、検討させて

いただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 最後の質問項目になるんですけど、地域の中のリ

ーダーを要請していきたい、防災意識を高めていきたいというようなことで、ここに

記載の北海道地域防災マスターの部分で質問させていただいたのですが、ちょっと既

にもう津別町で行っているというのは承知していませんでした。 
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道のホームページで、この登録者の一覧が載っているんですけど、全道で 3,800 人

ぐらいが登録をされているということで、道のホームページを見た限りでは津別町は

１名しか登録になっていなかったということで、受講者イコール登録者でないという

ことだったと思います。 

既に 24人の方が認定されているということでありますので、であるならば、この方、

せっかく受講されて、多分、その後、自分でせっかく受講した経験というかそういっ

た部分を生かせないのかなというふうに思っていますので、何かそういう方たちを連

絡会ではないですけど何か組織化して、そして、またその方をもっと研修をするだと

か何か継続したフォローアップの研修みたいな形で考えて、その方たちを生かしてい

くというようなことも必要ではないかなというふうに思います。 

次の防災士の資格の部分もそうなんですけど、結構今、毎年のように大きな災害が

起きているということで、この防災士の資格を取っている方も多いというふうにも聞

いておりますし、自治体によっては防災士の資格を持っている方、先ほど言った北海

道が認定しているマスターの方、そういうのを集めて、どこどこ町のマスターという

ようなことで、町でも新たにそういった登録をしながら、その人たちを育成をしてい

るというか、そんなようなことも聞いております。 

そして、その方が地域の中で研修会の講師になっていったりだとか、そういった部

分の話も聞いておりますので、ぜひ、そういうせっかく研修を受けた方を地域の中に

生かしていく部分を、今後の中で考えていっていただきたいというふうに思っており

ます。 

それと、ちょっと質問の部分なんですけど、防災士の研修で人づくり・まちづくり

活動支援事業補助金の活用というようなことでありましたけど、これ何かどこかで例

えば防災士の資格を取りたいなといったそういう人たちをまとめるといいますか、そ

れが自治会連合会がいいのか町のほうで声をかけてみんなで資格を取りませんかとい

うような形で、この補助金を活用して、多分、札幌市というようなことでもありまし

たけど、旅費等もかかる部分もありますので、こういう補助金を活用しながら、そう

いう資格を取るための研修といいますか、そのために呼びかける団体というか、そう

いうのを例えば町で行うといったことは考えていないのでしょうか。個人個人で勝手
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にやりなさいというような感じなのか、その辺についてはどうでしょうか。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 防災マスターについては、名前を北海道のホームページ上に

上げるか上げないかというのは希望をされる方ということになっておりますので、載

せてくださいという方は載っていると、それ以外の方は載っていないという状況です。 

防災マスターの活動なんですけれども、道のホームページでは、平時の活動例とい

うことで、こういうマスターの資格を持った方については、地域の防災訓練、地域の

防災研修会、自主防災組織、町内の防災活動、これに参加してくださいということ、

それから防災情報、災害経験談、それから日ごろの備え等の近隣住民、防災活動組織

への話題提供ということで、ほかにもたくさんあるんです。あるいは地図上訓練だと

か自主防災組織の結成や参加の呼びかけも、こういうマスターの方たちが積極的に行

うということになっておりまして、今 24名の方がいるということですので、一つの例

えば連絡協議会、ちょうど似ているのがフラワーマスターもそうでして、地元で何と

か開催して資格を取らせたいので、道のほうにお願いして地元で研修会を開いていた

だいて、受講された方が資格を得るということでやりました。その後、連絡協議会み

たいのが町内で組織されていますので、こういう防災マスターについても、そういう

組織がつくられて、そして動きやすくしていただくということも、今後、検討する必

要があるかなというふうに思います。 

それから防災士ですけれども、これも今、札幌で行われるということでありますけ

れども、これも過去の例からいけば森林セラピー基地を津別町につくるときに、セラ

ピーガイド、それから、そういう資格を取るのに試験を受けなくちゃいけないのです

けど、その講習会だとかっていうのを、確か 20 人か 30 人集めれば地元でも開催でき

るということで手を挙げてやったところ 80名以上の方が来られて、これは津別町民だ

けじゃなくて、津別町で開催されるということで道東のあちこちから資格を取りに受

けに来たという方たちがおりました。 

同じように、これ津別町だけでというのはなかなか難しいかと思いますけれども、

どれぐらいの人が集まれば開催していただけるのか、あるいはもっと北見市だとかそ

ういうところに働きかけて、そこに参加していくだとか、そういうことも考えられる
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というふうに思いますので、これは後ほどこういうＮＰＯ法人のほうに可能なのかど

うなのかということも含めてお話を聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

〇議長（鹿中順一君） ５番、山田英孝君。 

〇５番（山田英孝君） 〔登壇〕 今、最後のほうで町長が言われました、その防災

士の資格は、この近隣のほうで講習が開催されるといった部分では、余計そういった

部分では参加しやすい体制になると思いますので、ぜひ検討をお願いしたいというふ

うに思います。 

最後になりますけど、津別町は大きな災害が少ない町というふうに言われてきてお

りますけど、その分なかなか町民の皆さんにとっては防災意識といった部分はなかな

か高まっていかないというのが正直なところかなというふうに思います。 

ただ、今、地球温暖化の影響もあって、気候変動がますます厳しくなってきており

ますし、むしろ災害が起きない場所だからこそ災害のリスクが高まっていると、そん

なふうに言われている学者の方もいます。 

避難が必要な状況になったときに、とりわけみずから避難することが困難な避難行

動要支援者の方の安全をどう守っていくのか、そのことは津別町にとっても喫緊の課

題だというふうに思っております。 

災害が起きたときに、町民の皆さんの命と、その財産を守って被害を最小限にとど

めていくという、そういう災害に強い町づくりという部分は、本当に行政がリーダー

シップをとって発揮をしていくことが必要でもありますし、日ごろから、そういう地

域と共同した取り組みが求められてくるというふうに思っております。 

ぜひ、今日聞きました名簿の登録の確認名簿の登載の更新の関係、さらには提供し

て個別計画の作成、そして避難訓練、そうした日常の訓練を加速されますようお願い

をして私の質問を終わらせていただきます。 

最後に、コメントが何か町長のほうからありましたらお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 最後に山田議員がまとめたとおり、そのとおりでありまして、

それに向けまして、まずは名簿の整理をしっかりさせていただいて、それを関係する
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ところにお渡しをして、間違いがないかどうか、そしてあと次のステップに進んでい

きましょうということで進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（鹿中順一君） 昼食休憩とします。 

 

             昼食休憩 午前 11時 52分 

             再  開 午後 １時 00分 

 

〇議長（鹿中順一君） 昼食休憩を閉じ再開します。 

次に、８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） 〔登壇〕 それでは、議長より発言のお許しをいただきまし

たので、先に通告をいたしました件につきまして質問を始めさせていただきたいと思

います。 

質問項目は、津別町バイオマスタウン構想の推進についてということでございます。

第 207 回国会におきまして、岸田首相が所信表明演説の中で、2050 年カーボンニュー

トラルに言及をされました。 

津別町では、平成 20年「津別町地球温暖化対策実行計画」を策定しており、目標以

上の温室効果ガスの削減を達成しております。 

その要因の一つとして、「津別町バイオマスタウン構想」の推進があげられますが、

本計画はおおむね５年を目途といたしまして、計画の見直しを行うものとされており

ます。 

そこで、次の点についてお伺いをいたします。 

今後の計画の考え方と取り組みの方向性についてお伺いをしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 高橋君の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

町長。 

〇町長（佐藤多一君） それでは、津別町バイオマスタウン構想の推進についてお答

え申し上げます。 

平成 19年３月に策定しました「津別町バイオマスタウン構想」は、町内から排出さ
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れる家畜糞尿・生ごみなどを堆肥センターで処理して農地に還元することと、町内合

板会社の木質バイオマス発電施設とも連携し、農業資源、林業資源、家庭や事業所か

ら排出される有機資源廃棄物を活用した循環型社会を構築することを目的に作成した

ものであります。 

平成 20年６月に策定した「津別町地球温暖化対策実行計画」につきましては、平成

９年に開催された地球温暖化防止京都会議において、「京都議定書」が採択され、その

後、これを受けた「地球温暖化対策推進に関する法律」が公布され、平成 20年７月に

は「北海道・洞爺湖サミット」が開催されたことから、これを機に本町において策定

したものであります。 

この「津別町地球温暖化対策実行計画」は、公共部門の事務事業を対象とする計画

であり、５年を一区切りとして進めているところですが、平成 18 年度を基準年とし、

６％の削減目標を設定しています。第２期の終了年である平成29年度末で、既に44.7％

の大幅な削減を実現しており、今年度は第３期が終了する年度となっております。こ

のため、環境に関連する各分野の計画等を有機的に結びつけ、平成 26年３月に策定し

た「津別町環境基本計画」に関連させながら、さらなる削減を進めるため第４期の計

画を策定する考えでありますのでよろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） 〔登壇〕 今回、このテーマなんですけれども、私自身６月

の定例会におきまして木質バイオマスの政策についてということで質問をさせていた

だきました。 

木質バイオマスセンターのことですとか、ペレットなどについて質問を行いました

けれども、今回の質問というのは、それに付随するといいますか、追加をするような

質問をさせていただければなと思っております。 

これも繰り返しにはなりますけれども、６月にも申しましたけれども、町長が町が

今進めておられる木質バイオマスの政策ですとか、地域内エコシステムですとか、こ

ういった施策に関して私自身強い関心を持っておりますし、この施策を進めることに

私は賛成であります。 

理由といたしましては、細かいのはいろいろあるんですけれども、大きいところは
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大体三つぐらいありまして、一つには、今まで捨ててきたものをエネルギー源として

活用すると、このことは、ＳＤＧＳの取り組みにも合致いたしますし、また、そのこと

というのは世界的な潮流とも合致すると私は考えております。 

支持する二つ目の理由なんですけれども、こちらのほうは第一次産業が主産業であ

ります本町にとって、政策が非常に合致しているのではないかなと考えることでござ

います。 

三つ目の理由といたしましては、これも６月に申し上げましたけれども、この施策

というのは、津別町を特徴づける施策なのではないかなと考えております。 

このことは、対外的に津別町をアピールする場合、津別町を紹介する場合に非常に

ポジティブなイメージとして対外的に伝わるはずでございます。ですから、そのよう

な理由として私はこのような施策を町が進めていくことには賛成をしているわけでご

ざいます。 

そんな中で、各自治体がそれぞれ事情にあわせまして、さまざまな取り組みをして

おります。今、ご答弁でもございましたけれども、津別町は平成 20年に津別町地球温

暖化対策実行計画を策定しております。もう 10年以上前の古い計画なんですけれども、

このことは裏を返せば、早くから津別町がそのような取り組みをしてきたということ

なのではないかなと考えております。 

その結果といたしまして、先ほどもございましたが平成 18年、こちらのほうを基準

年として６％の削減目標ということで、それに対して平成 29年度末で 44.7％というこ

とで、非常に大幅な削減を実現しております。非常に素晴らしいことだなと思ってお

ります。 

また、この削減を達成できたのは、バイオマスタウン構想が大きな役割を果たした

なと思うんですけれども、先ほども言いましたとおり、もとの計画というのが古いと

いうこともありますが、今現在、津別町で進められている、例えば津別町モデル地域

創生プランですとか、そういうことがまた今、現在走っているわけですから、そうい

うことが非常に重要になってくるのではないかなと考えております。 

また、それを具体化した計画というのも進んでおりますが、バイオマスセンターで

すとかキノスのボイラー、こちらの進捗状況というのが重要になってくるのではない
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かなと私は考えております。 

そこで資料のほうも見させていただいたのですけれども、工期ですとか事業の予定

ですとか、さまざまなことが書いてあるんですけれども、少し当初の予定よりは計画

が金額的には膨らんでいるのかなというのもございます。 

このことに関して、現在のこのバイオマスセンターですとかキノスのボイラーに関

しまして、進捗状況、どこがどのように進んでいるのか等々ございましたら、そのあ

たりをお答えいただければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（迫田 久君） 今のご質問についてお答えいたします。 

本年度、木質バイオマスセンター実施設計業務と木材工芸館木質バイオマスボイラ

ー導入事業に対しまして、実施設計業務を発注しております。 

そういった中で、今、中間といたしまして産業福祉常任委員会の中でも報告はさせ

ていただいておりますが、概算事業費が出てきておりまして、まずバイオマスセンタ

ーにつきましては、５億 914 万 6,000 円というような形の概算事業費となっておりま

すし、木材工芸館、木質バイオマスボイラーの導入事業につきましては、概算事業費

で 8,904 万 5,000 円というふうな形で事業費が出てきているところでございます。こ

れにつきましては、まだ事業の中間報告というふうな形になっておりますので、今後

まだ精度を高めていきたいというふうになってきております。 

図面等々につきましても、ある程度、産業福祉常任委員会のほうにはお示しをさせ

ていただいていることをあわせてご報告申し上げます。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） 〔登壇〕 内容も見させていただければ、これに関しまして

は、今、課長のほうからお話もございましたけれども、今後、産業福祉常任委員会で

話し合われる予定ということでお伺いをいたしておりますので、各委員とよく話し合

っていただければなと思っております。 

ただ、これに関して私本当に１人、個人の考えを述べさせていただくならば、この

事業の主眼というのは、すみません、この事業といいますか以前お話をお伺いした時

に、地域内のエコシステムのお話をお伺いした時に、主眼というのは採算をとること
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ではなくて、山林の環境ですとか整備、あと美化を図って、そういうのを進めていく

ということが主眼になっているということでお伺いをいたしております。そのことを

考えあわせれば、多少お金がかかったとしても私はやるべきだと思っております。 

理由は、先ほど三つ述べましたけれども、その理由とやらない場合、そのことを天

秤にかけた場合、私はやるほうがメリットが大きいというか、津別町のためになるん

じゃないかなと考えますので、私は進めるべきなのではないかなと感じております。 

ただ、今お話をお伺いしましたけれども、やはりお金に関しては、当初の予想より

もかなり多いということでお話をお伺いいたしましたので、やはりこの計画自体を見

るとお金がかかり過ぎるのではないかですとか、もう少し規模を縮小したほうがいい

のではないかという方が、やはり町民の方の中にもいらっしゃる、出て来られる可能

性があるのかなと考えます。 

そこで一つ提案をさせていただければと思うのですが、それは町民の方の理解を深

める仕方なんですけれども、広報のやり方という言い方をしても構わないかなと思う

のですが、現在、町はさまざまな方法で、例えば広報ですとか、あとはホームページ

ですとか、デジタルサイネージですとかさまざまな媒体を使って津別町は情報を流し

ておられます。ですけれども肌感覚として、やはり１番よいのではないかなと思うの

は対面による説明というのが１番やはりよいのではないかなと私は思います。 

まず対面ですと、町側の考えですとか伝えたい情報だけではなくて、非常に熱意で

したりですとか、やる気でしたり、そういったものも同時にお伝えすることができる

のかなと、そのように感じております。 

そして、また受け取る側、説明を受ける側も、その時点でわからないことがあれば

質問ができたり、そういったようなメリットがあるのではないかなと思います。 

それで、一つの例といたしましては、この木材関係の一つの例といたしましては、

先日、開催されました再エネ勉強会というのがございました。私も参加させていただ

きました。いろいろお話をお伺いしたのですけれども、三十数名の方が参加されてい

たということで非常に熱気もありましたし、この事業の目的ですとか、あとマルシェ、

ウッドロスマルシェ、こちらの説明とかもございました。内容を参加されていた方は

よく理解されたのではないかなと思います。参加されていた方は、これは私の肌感覚
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ですけれども、非常に前向きな感じを受け取りました。 

そういったようなことで、やはり広報を一方的にする媒体よりは、相対してフェイ

ストゥーフェイスでやることというのは非常に重要なのかなと思いました。 

そこで一つ質問させていただければと思うんですが、今後、このようにお知らせす

る方法で、ぜひとも私はこういう住民参加型の説明会等々を開いていただければ、そ

ちらのほうがよいのではないかなと思うんですけれども、今後のお考えがあればお聞

かせをいただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 今後の、また説明会等々の関係でありますけれども、この関

係に限らず、できる限りまちづくり懇談会もそうですし、いろんな形で直接対話がで

きるようにということで、この間進めてきているところです。 

今、ご質問の関係でいけば、この部分についてもこの間、34 名ほど勉強会に集まっ

ていただきましたけれども、これもバイオマスタウン構想の時から何度もやっており

ます。そこにもそれぞれ町民の方が参加されて、その連続の中の一つとしてなって位

置づけられております。この部分については、今、予定では森林バイオマス利用推進

協議会を２月２日に開催する予定というふうに聞いておりまして、報告会については、

その月、２月の下旬ないしは３月の頭にまた報告をさせていただくというふうに考え

ているというふうに協議会から聞いておりますので、そこでまた住民の方に周知をい

たしまして、多くの方々に参加していただければありがたいなというふうに思ってお

ります。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 

〇８番（高橋 剛君） 〔登壇〕 今後もこういうことを積極的に進めていくという

お答えだったかと思いますので、これに関してはぜひともよろしくお願いをしたいな

と思っております。 

次に、このエコシステムですとか、今、お話ししていたエネルギーの循環のシステ

ムですとか、これの未来図というか、先のことについて少しお話しさせていただけれ

ばなと思います。 

私は、先ほどから申していますとおり、この事業を進めることは賛成であります。
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今からさらに、先ほどのお話もありましたけれども、ボイラー等々の計画もこれから

進んできて、具体的に決まってきたら、そちらのほうをどんどん進めていくという形

にはなろうかと思います。 

そこで一つ質問させていただければ、さらに何かやることは考えていらっしゃるの

かどうか、ほかの地域、先進事例等が何かあった場合に、それを津別でも取り入れる

ことができるのかなというような事例があった場合に、津別は取り入れていかれるお

考えがあるのかどうか、お聞かせいただければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 具体的にこれ以降というのはまだはっきりはしておりません

けれども、要は、ご質問は津別町地球温暖化対策実行計画、これは５年ごとに更新さ

れて、そして今度、来年から次の４回目の第４期の計画をこれからつくるというとこ

ろであります。そこからまた５年の中で、さらにＣＯ２を削減するのにどのような取り

組みをするのかということになるかというふうに思いますけれども、答弁でも申し上

げましたとおり、この計画自体が町民全体に対する計画ではありませんで、公共施設

の維持管理を含めた、そこのところの計画になっております。 

つまり、端的に言えば、役場だとかそういうところでＣＯ２がどれぐらい排出されて

いるのかということ、それらは計算上、当時出ていますので、それに対してどれぐら

い削減されてきたのかって非常にわかりやすくやってきているところです。それは大

きく目標値の６％を 44％まで落とした最大の原因は、ペレットボイラーの導入です。

これを重油、あるいは化石燃料からこれに置き換えたということが最大の要素になっ

ていまして、極端な数字で減少していっているというのが事実です。 

これを踏まえて、であればこれをさらに公共施設の中で拡充していきたいというこ

とが基本にありますので、キノスの部分に次に取りかかっていくという状況になって

いますし、さらにペレットからチップという、より安価なものにも挑戦していこうと

いうことでありますし、これから進められていくまちなか再生の中の建設の中でも、

できる限りこういう木質バイオマスの活用をぜひお願いをして、そしてさらにＣＯ２を

削減していきたいと考えているところですので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ８番、高橋剛君。 
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〇８番（高橋 剛君） 〔登壇〕 最後に私の意見を述べさせていただいて終わりに

させていただこうかなと思っております。 

今、町長にご答弁いただきましたけれども、公的な部分で非常に津別は大きな実績、

結果を残しておられます。当然、このような取り組みというのは、ほかの自治体もい

ろいろ考えているなということがございまして、これは例えばなんですが、中身を見

ると津別町とやっていることは非常に、ボイラーを換えるとかいろんなそういう中身

があるのですけれども、2050 年の二酸化炭素排出量実質ゼロ表明自治体というのがご

ざいまして、これは今年の 11 月 30 日現在なんですが、自治体の数でいうと 492 自治

体、40都道府県で 295 市、14特別区、119 町、24 村ということで、492 の自治体が二

酸化炭素を実質ゼロ、これを表明された自治体ということになっておりまして、北海

道だけでも札幌ですとかニセコですとか、22の自治体が表明をされております。 

もちろん、これに関しては、自治体それぞれのいろんな事情ですとか中身もありま

すので一概に津別町も目指したらどうでしょうとはなかなか言えないのですけれども、

こういった今、非常にやはり環境はトレンドだと思いますので、取り組んでおられる

という自治体がたくさんあります。 

ただ先ほどから話しているとおり、津別町は、取り組みも早くて、実数、結果も出

しているわけですから、そのことというのは津別の町民に一つの誇りというか、うち

の町はこんなことを取り組んでいるというのは町民は非常に前向きな気持になると思

います。 

ですから、冒頭でも申しましたけれども、今、カーボンニュートラルですとかゼロ

カーボンですとか、非常によく今使われることですけれども、津別町自体も今の現状

に、さらにこういう地域内エコシステムもそうですし、先ほどから申していますとお

り、公的な排出量をさらに減らす、このようなことを、ぜひ今よりも一層進めていた

だいて、津別町の町民の誇りの一つになっていけばいいなと私は考えております。 

以上です。最後、何かあれば一言いただければと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 今、国のほうで 2050 年にＣＯ２をゼロにすると、そういう形

で出ています。それに対する宣言をするオホーツク管内でも確か一つ出ているという
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ふうに思いますけれども、今、津別町についても宣言をしようということで考えてお

りまして、そして今、環境省のほうで 2030年までに、それに向けた取り組みを全国で

100の自治体といいますか、そこに目標を定めて先行する地域、それを求めているとこ

ろでありますけれども、そこにも応募していきたいなというふうには考えているとこ

ろです。 

これまでも、実はこういう形が国のほうで出ますと、早速ですけれども、この脱炭

素先行地域の中で書かれているのが、地方自治体や地元企業、金融機関が中心となり

ということなんです。環境省を中心に、国にも積極的に支援しながら少なくとも 100

カ所の脱炭素先行地域で地域特性に応じて脱炭素に向かう先行的な取り組みを実行す

るということでありますけれども、この金融機関、もう早速何度も来ています。東京

のほうから、あるいは札幌のほうから、津別町のこれまでの取り組みというのもそれ

なりに調べて、ここの町とは可能性があるんじゃないかと手を挙げるということは、

それなりに下地が必要ですので、さあこれから始めようというのではなくて、既にい

ろんなことを取り組んでいるということで、そこのところが調べられたんだというふ

うに思いますけれども、どのような形で連携できるかっていうのがまだわかりません

けれども、今ＷＥＢで会議をしたりとか、東京のほうとも会議をしたりとか、実際に

来てくれたりとかというのはありますけれども、これに向けて一緒にやれるところは

していきたいなというふうに考えているところです。 

ただ、この取り組みの中で、やはり町村長の中では、やはり疑問をもつところもあり

ます。それはなぜかと言いますと、その先行地域 100 ということになると、そもそも

環境省の言うことといいますか、脱炭素ということでＣＯ２を削減していこうという取

り組みは、先に走る人を応援するよというやり方が果たしていいのだろうかという疑

問も町村長の中にあります。むしろ津別町はこれだけだとか、お隣の町はこれだけだ

とか、東京はこれだけだとか、それぞれが削減の目標をもって、それに向かって全自

治体が一緒に行動していくというふうなことが本来ではないのだろうかという、そう

しなければ、これだけ日本の人口は減っていますけれども、世界の人口はどんどん増

える中で、牛も含めてＣＯ２排出量が多くなっていると、そういうことがよく言われて

いますけれども、日本全体で取り組まないと、先行地域だけで取り組むということで
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は事足りないのではないかと、先行するということになれば、請負い手っ取り早し太

陽光に頼らざるを得なくなって、そういう危惧というのもこの間いろいろ議論されて

いまして、そういう状況も承知は私自身もしておりますけれども、津別としては、こ

れまでやってきた実績等々がありますので、これをベースにして、今後もこの脱炭素

の取り組み、そしてそれに協力していただける機関だとか、それから助成金だとか、

そういうものは有効に使わせていただきたいなと考えているところです。 

〇議長（鹿中順一君） 次に、７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 ただいま、議長に発言のお許しをいただきました

ので、先の通告にしたがいまして一般質問を行います。 

移住定住対策についてお聞きしたいと思います。 

津別町では現在移住対策として、さまざまな取り組みを行っておりますが、次の点

についてお聞きしたいと思います。 

１点目、移住定住相談会への参加について、津別町では道外の大都市で行われる移

住相談会に参加してきていますが、参加者に対してどのような形でアプローチをして

いるのかお聞きしたいと思います。 

２点目、津別町へ転入してくる方への助成についてであります。 

津別町へ転入してくる方に対して、家を借りる際の家賃に対し住宅手当等で補填さ

れる額を除いて３年から５年間程度の半額助成を考えているかどうかお聞きしたいと

思います。 

３点目、津別町新ふるさと定住促進条例の見直しについてであります。 

現在の津別町新ふるさと定住促進条例は、令和４年３月までの時限条例となってい

ます。私は継続すべき条例だと考えていますが、見直しも必要と思っています。現行

の条例においては、家を新築する際の必須要件が満たされた場合奨励金 60万円となっ

ており、加算要件に該当する場合、さらに上乗せされる形で最高で 220 万円が支給さ

れるようになっています。 

しかし、加算要件が該当しない場合は魅力的な額とは言えないと思います。近年、

建築資材の値上がりや人件費の高騰により家の建設費も上がっています。 

そこで、必須要件を増額し全体の金額を上げ、条例自体の魅力アップを図ってはど
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うでしょうか。 

以上の質問に対してよろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 佐藤君の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

町長。 

〇町長（佐藤多一君） それでは、移住定住対策についてお答えを申し上げたいと思

います。 

はじめに、移住定住相談会への参加についてですが、令和元年に東京と大阪でそれ

ぞれ開催された移住相談会に、本町の移住・定住サポートデスクの窓口である津別町

まちづくり株式会社とともに参加しております。令和２年度、令和３年度については、

コロナ禍により参加してはおりません。 

相談会の実施内容は、出展市町村等にブースが設けられまして、津別町は唯一、町

のＰＲ動画「いらっしゃい津別」を放映し呼び込みを行いました。また、相談者に対

しては、移住ウエブサイト「チャレンジツベツ」を使い、津別町へのアクセス情報、

施設や暮らしの生活情報、求人や企業一覧などの仕事情報、空き家バンク制度、各種

支援制度などきめ細かく説明を行い、東京・大阪をあわせて 28 組 33 名の相談に対応

したところであります。その後、農業、林業に興味を持つ２組が来町されたことから、

農家やＪＡ、林業現場を案内しましたが、残念ながらこの２組の移住はかないません

でした。 

次に、津別町に転入してくる方への助成についてですが、本町も移住定住の一環と

して支援制度を用意しており、職種は限定していますが、町外からの転入して介護保

険施設や林業事業体に就職された方には、住宅準備金として１カ月分の家賃、敷金、

礼金、引っ越し費用の助成を行っているところです。 

移住者に対する支援制度も多く設けておりますが、そもそも移住者の定義がはっき

りしていません。そうした中、他市町村の例を参考に独自色を組み入れながら、起業、

中古住宅購入、住宅改修工事など支援を手厚くし、空き家の活用にもつなげて長期的

に津別に住み続けていただく後押しを行っているところです。また、町に魅力を持た

せ、移住者の候補地として選ばれるよう、まちなか再生計画を進め、町の活性化を図

り、魅力ある町になるよう取り組みを進めているところです。 
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ご提案の家賃助成は幾つかの自治体でも取り組まれていますが、本町の支援制度も

決して引けを取るものではありません。今後、転入転出時のアンケートの内容、移住

相談会での相談内容、これまでに移住された方の意見なども参考に、財源の議論も含

めて改善を図ってまいりたいと考えております。 

次に、津別町新ふるさと定住促進条例の見直しについてですが、津別町新ふるさと

定住促進条例は、令和４年３月で時限を迎えます。本来ですと、今議会に改正案を上

程すべきところでありますが、機を逸してしまい大変心苦しく思っているところであ

ります。この条例は、移住定住対策の一つとして欠かせないものであり、これまで見

直し時期のたびに所管の委員会で協議を行ってきたところです。 

今般の見直しにあたっては、現在、担当課において検討を進めておりますが、その

内容は３月定例会前の所管の委員会において協議させていただき、条例改正案を提出

させていただく予定としています。 

なお、現段階におきましては、今後の財政状況にもかんがみまして、上限である 220

万円は変えずに、実態にあった加算要件の見直しを行いたいと考えているところであ

りますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 私も移住定住に関しまして、今までさまざまな提

言を行ってきたつもりです。例えば、ホームページの空き家バンクの活用の仕方が悪

いと、私が当時指摘をしたときは、空き家バンクの中身は２軒でした。もっとこうい

うものを活用してはどうかとか、それから、今回テーマにしております移住相談会に

ついても、私のほうで北海道移住定住促進協議会に対して払っている会費のところで、

やるのであれば、もっと相談会のようなものに積極的に参加してはというようなこと

を申し上げたことがあります。そうしたことが今、反映されているのかなというふう

にも、私なりには喜んでいるところであります。 

移住定住相談会につきましては、３年前に津別町の新事業として行うようになり、

東京と大阪、各１回、その後２年間コロナのせいで、もとの相談会が中止になったと

いうことで参加しておりません。当然、これが復活すれば、また参加していくように

なるというふうに考えております。 
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今回、私のほうから提言させていただきたいのは、そこで移住定住の相談会に出た

際に、いかにしてそこから津別へ訪れていただけるか、要するにお試し暮らしじゃな

くてもいいんですけれども、移住ツアーのようなものに参加していただけるか、引き

ずり込み方というか、それと１回来ていただいた方にリピーターになっていただく、

その辺について少し提言したいなというふうに思っております。 

まず移住定住の津別町の相談会のブースに来ていただいた方に対して、動画ですと

かパンフレットで説明をして、そして津別へ勧誘しているようであります。私は、ブ

ースに来てくれた方というのは、移住に対して本気度が高い、そして、その中で津別

町に関心を持ってくれているということで、お試し暮らしに来ていただける可能性が

高い方だというふうに考えております。であれば、この方たちに特典を用意する、い

わゆるよく雑誌等に載っているクーポンのような、例えばお試し暮らしクーポン券を

全員に渡す、そうすることによって、単に電話でお試し暮らしを頼んでくる人で、観

光気分の方ももちろん中には過去にはいたのですけれども、そういう人じゃなくて、

本当に移住定住を真剣に考えている方に対して優遇制度を働かすことができるのでは

ないかなというふうに思います。 

滞在費ですとか、それからＬＣＣ、ｐｅａｃｈ就航のおかげで交通費も安くなりま

した。非常に来やすい状態になると思うんですけれども、その滞在費、交通費に対す

る少し助成を考えてはどうかなというふうに思います。 

それから二つ目ですけど、お試し暮らしに来た方に対して、先に移住している方と

の交流の場、サロンのようなものを津別へ来た方のツアーの中に組み込んでいく、そ

うしたことは考えてもいいのではないかなと。それから、そうした方をリサーチして、

やはり津別町のような所を選んで、例えば季節によりますけどきのこ狩りのツアーで

すとか、山菜とりのツアーメニューですとか、渓流釣りのツアーメニューですとか、

そうしたことの体験メニューを少し盛り込んであげるような、そういうような考え方

で１回リニューアルというか、移住相談会に対する戦略を考えてみてはどうかなとい

うふうに思いますので、私の考えに対して何かあればお答えいただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） ありがとうございます。クーポンだとかを使うのも一つかな
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と思います。あと、最後に篠原議員さんの関係人口のこととも若干関連してくるんで

すけれども、ご承知のとおり津別で働いていた方が定年退職になって、そして本州の

ほうに、家族といいますか娘さんや息子さんたちのほうへ戻られていくというケース

もあって、ですけれども津別が好きで毎年こちらに来て畑仕事をして、そしてまた帰

って行くという方もおられます。これは、むしろ関係人口というよりももっと深いつ

ながりのある方で、そこに何らの得点もないというか恩恵もないというのは、ちょっ

とこれは違うんじゃないかなという思いもありまして、町民と同様の特典が与えられ

るようなことがあっていいかなということで、今、検討を進めているところでありま

すけれども、移住を希望される方、それに対して、また別の形でというのはまだ検討

させていただきますけれども、来たときの、これまで 10人ほどの方が津別に来られて

移住体験ツアーに入っているというふうに聞いています。これは、まちづくり会社の

ほうで対応しているところでありますけれども、その人の希望にあったオリジナルの

ものをつくり上げて、体験をさせたり、いろんな所に連れて行ったりしているという

ふうに聞いておりますので、それをさらに充実してもらうような形になっていけばな

というふうには思ったりしているところです。 

そのようなことで、できることはアイディアを考えながら、それから今、実際に行

っていることをもう少しこういうふうに改良したほうがよりいいかなという部分は、

現場で対応している方との意見交換もしながら、改善していきたいと考えております。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 私も直接担当している現場の都丸さんとお話しい

たしました。今年度は 10組ぐらいの移住ツアーを、それぞれ来た方に対して全くオリ

ジナルのものをやっているということはお聞きしました。それは大変いいことだと思

います。先輩移住者とも話をする機会もあったというふうに聞いております。ただ、

やっぱりアピールのし方が下手だと思うんです。それは来た人にしてあげるんじゃな

くて、来てもらえるように、うちはこんなことをやっているんだっていうのをやっぱ

りＰＲしていかなきゃだめだと思うんです。ですから、移住ツアーのメニューをつく

って、チェックシート方式で、うちの町のお試し暮らしに来てくれたら、こういうこ

とをやりますよ、この中で皆さんの望んでいる部分にチェックをしてくれたら、その
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ツアーにしますよと、そういうような形で移住相談会に１枚の紙を持っていけば、私

は本気度は違ってくると思います。その紙にゼムクリップでお試し暮らしクーポン券

がついていたら、私はもっとその可能性が高まるんじゃないかなというふうに考えま

す。 

ぜひ、町のほうもそうした考え、今試作中だということですので、この件に関して

考えていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

次に、２番目の質問に移りたいと思います。 

津別町に転入してくる方なんですけども、新たに津別町に住み、暮らし始める人た

ち、そういう人たちは、すぐに住宅は建てないです。中古を買う方の場合は、すぐ買

う方もいます。ただ中古住宅に関しては、うちは助成制度を設けております。もちろ

んなかなかいないですけど、すぐ家を建てる人もいるかと思います。ただ、若い夫婦

なんかで、いきなりそうした中古住宅を買ったり新築したりするというのはないと思

うんです。そうすると、津別に住み、暮らすきっかけが今の１カ月分の引っ越し費用

や家賃とはっきり申し上げますけど、ないよりはずっとましだと思って、それはそれ

で制度としてあるのは評価しますけれども、やはりインパクトがないかなというふう

に思っております。 

例えば今、北見で２人で暮らし始めるか、津別で２人で暮らし始めるかということ

を考えたときに、３年間なり５年間のアパートの助成があれば、当然それは選択肢に

なると思います。 

北見に進み暮らしていて、例えば津別に仕事に通う、逆に津別で暮らしていて、買

い物や何かのときに北見へ出かける、そう考えたときに、やはりその暮らしている場

所の家賃が半額になるというのは、若い人たちにとっては、若い人でもすごく収入を

もらっている人もいますけども、そうでない人にとってはやはり魅力的なものではな

いかなというふうに考えます。 

私も、実はいろんな制度を調べたら、全国でそれこそ 200 ちょっとあったと思いま

す。全部だともちろん見きれないので北海道に絞ったんですけども、三笠市がもう 10

年ぐらいやっているようでした。三笠市の場合は、40 歳以下３万円上限で、先ほど申

し上げました住宅手当等を除いて半額助成をしております。私もちょっとこれ一体幾
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らかかるんだと思って心配になったので、ちょっと調べてみました。三笠市の人口は

8,000人台だと思いますけど、１年目は非常に少なくて済むのですけど、これ５年間や

ったら５年分かかりますから、５年間フルにこの制度がなったところでは、今年度の

予算を申し上げると 3,300 万円だそうです。ですから、もし津別町でこの制度をやっ

た場合、約 1,600 万円から 1,700 万円ぐらいかかるのではないかなというふうに思い

ますけれども、私、決してもったいない額じゃないなというふうに思うんです。私が

若いころとか議員になる前とか、議員になってすぐのころもよく仲間と話していまし

て、１人津別に来てくれれば交付税で 25 万円入るよなと、税金を合わせたら 30 万円

ぐらいは津別町の収入になるよな、じゃあ、50 万円や 100 万円、来る人にあげても全

然いいとかという話をしていたこともあります。今、議員としてそれなりに年月がつ

いてきて過ごしてきて、そんな単純なもんじゃないということはわかっております。

当然、その人に対する医療費の助成だとかいろんな税金を使っていかないといけない

ので、丸々その交付税が入ってきたから津別町のためのお金が増えるとは考えていま

せん。ただ増えることは間違いないのですけど、それはなかなか算出が難しいと思い

ます。 

そうしたことではなくて、やはり津別町に住み暮らしてもらえる魅力づくり、そう

した意味では、今、町長の答弁にありましたように、津別町でもいろんな独自色を出

してやってはいると思うんですけれども、やはり若い人たちに対する津別町で住み、

暮らしをするための魅力づくりという意味では、少しここの部分が弱いのかなという

ふうに思っておりますので、こうした提言をさせていただきました。 

考えがあればお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 正直なところを言うとお金があればやりたいですというとこ

ろなんですけれども、ほかの所をよく見てみますと、かなりふるさと納税というのが

財源にされて、いろんな取り組みをされているなという印象ももっています。 

津別の場合は、それほど多くは見込めておりませんけれども、圧倒的に多いのが、

ふるさと納税をするにあたって、こういうものに使ってほしいという内容の中で、子

育ての部分が１番多いわけです。そこをやっぱり中心に使っていくのが筋だろうなと
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いうふうに思っているところです。 

この転入された方がどの範囲で、今、議員がおっしゃられたようなことに対応して

いくかというのは、また線引きが必要なのかなというふうにも思います。例えば２年

だけ来る方がいますよね、そしてまた戻られて行くと、そういう転勤族もそういう中

に入れていくのかどうなのかというようなこともありますし、それから移住というと

ころでいけば、お金の問題よりも、むしろ来てはみたけれどもという、そういう不便

さだとか、それから人がそんなに優しくなかったとか、そういうこともいろいろ情報

として入っています。そういうことにもやっぱりお金の面だけではなくて、きちんと

津別町自体の町民のなるべく多くの人たちが理解をして、受け入れていくという状況

が必要なのかなというふうに思っているところです。 

それと、ずっといる人たちもいますので、そことの例えば家賃の補助があり、なし

というところも、やはりそこは不満の種にまたなっていきますので、その辺も十分検

討しなくちゃならないかなというふうに思っています。 

何て言うんですか、議員の母校であります明治大学の小田切先生なんですけれども、

小田切先生は農学部の教授ですけれども、今、いろんな町村の週報だとか、いろんな

ところでコラムを毎回書かれている先生ですけれども、そこが移住関連の第一人者と

いうふうな言われ方をしておりますけれども、先生の移住者の定義によりますと、県

をまたいで転入してきた人、それと移住相談窓口や空き家バンクなど、いわゆる行政

の支援策を利用して転入してきた人、それから住民登録をする際に、これはやってい

る所とやっていない所がありますけれども、窓口で意識調査をして、そこで移住目的

で来ましたというふうな表現をされた方、こういった方たちを先生は移住者というふ

うに定義づけているんですけれども、ただ、そういう見方もありますけれども、先ほ

ど言ったように、転勤の方とか、そういう単純なケースもいろいろありますので、こ

の移住者と転入者というのは、どういう区別をすべきなんだろうかという、そういう

ことも結構簡単なようで割と難しい問題もありますので、そういったところも整理も

必要ではないのかなと思っているところです。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） おっしゃるとおり、実は転入した方にどういう縛りをかけて
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この対象者を絞り込むかというところは非常に難しいところだと思います。実は、三

笠市の担当の職員と話したときに聞いたのが、これ夫婦者とかは５年なんですけど、

若者は 36カ月、３年なんです。そうすると、若い方の中には３年間居て、今度隣の町

へ移っていくと、隣の町に行ってまたしばらく過ごすという形で、３年間だけうまく

利用しようという方もいると、そういう人に対して本当に助成をしていくことに値が

あったのかなという疑念は担当者としては湧くというようなお話をされていました。 

私どもが１番で始めることであれば悩みはたくさん出ると思うんですけども、やは

り先行事例がありますので、ぜひ先行事例等も調べていただきまして、こうしたもの、

どうやったら津別スタイルができるのかということをぜひ検討していただきたいと思

います。 

今日、私がここでこういう話をしなくても、当然、情報としては担当の方はつかん

でいらっしゃるんでしょうけれども、今日、私がこうしたことを提言したことで、果

たして津別町にそれがマッチングするのか、津別町として必要な施策なのかというこ

と、また改めて考える機会になれば私としてはうれしいかなというふうに思っており

ます。 

町長から一言で言ってお金がないというお話をされました。お金のことに関しては、

この質問を次の３番目の質問を終えた後に一括でお話ししたいと思いますので、３番

目の質問のほうに入らせていただきたいと思います。 

津別町新ふるさと促進条例の見直しについてでありますが、お答えの内容をはっき

り申し上げますと否定されたというふうに思っております。それはそれで理由がお金

がないということ、それから今、二つ目の質問の中で町長がおっしゃった、先に住ん

で、今、普通に住み暮らしている人たちとの差といいますか、それをあまり広げたく

ないというのは私も実はこうした提案をするときに１番胸が痛むのは、今、普通に住

み暮らしている人たち、その人たちには何もないのに、新たに来る人にばかりそんな

にお金を出すのっていうところを、やっぱり一般の住民は面白くなく思うという部分

は当然あるというふうに考えています。 

でも、私は逆にこう考えています。新たに来る人たちにお金を出すというのは、今、

暮らしている人たちを大事にしているからだと、今、暮らしている人たちが、やはり
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一定規模の人口を保たないと、不便なことがいっぱい出てくる、だから、今、暮らし

ている人たちを守るために新たに来る人たちにお金を出していくんだ、常にそう考え

て新しい制度にお金を出すときは、私はそういう観点でものを考えて賛成の手を挙げ

たりしております。 

今回、220万円の中でということで、加算要件のほうをやりくりしてというふうにな

っておりますけど、現在の津別町の加算要件は非常に町の特色を出したもので、金額

をちょっと減らしたり増やしたりすることができても、この要件自体を外すというの

はかなり私も今回の質問をする中で悩んだのですけども難しいのかなと思いました。

じゃあ、よその町はどうなんだと調べてみました。そうすると、北海道の中に本当に

日本最高水準の住宅建設の応援をしている町がありました。沼田町であります。沼田

町は、最高額 570 万円です。570 万円なんですけれども、実は、これはまだ増えます。

というのは、これプラス子ども１人につき 50 万円出すと言ってるんです。ですから、

子どもが２人ぐらいいたら簡単に言うと 670 万円です。ただし、これは津別町で助成

している解体費用 50 万円が含まれていますから、ここからマイナス 50 万円かなと、

津別の場合は別に解体費用は 50万円別な制度で見ていますから、そういうふうに思っ

ております。 

それ以外にも歌志内市でも 500 万円という形で奨励金を出しております。基本とい

う形では歌志内のほうが多いです。歌志内は基本 200 万円で、沼田町のほうはちょっ

と年齢でスライドするのですけど 170 万円から 180 万円ということで。うちの必須要

件にあたる金額なんですけど、やはり、これは近隣の町村でも 60万円という所がない

ので、もう少し必須要件の金額を上げてあげる、必須要件以外にも加算要件にほとん

ど該当するだろうというふうに言われるかもしれませんけれども、津別町の事例を考

えると、大体、１番多く見られるのが 170 万円から 180 万円ということで、もちろん

それ以下の方も満額の方もたまにはいるというお話でしたけれども、実質それぐらい

の金額ですので、やはりここは魅力アップのために、500万円と私も言いたいところな

んですけども、なかなかその金額にまで今のやつをアップさせるということは、また

今までこの制度を利用した方との差別間も出ますので、段階的アップで最終目標をそ

のぐらいにしていくような考えでもいいのかもしれないなというふうに思っておりま
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す。 

今の若い人たちが、津別町で暮らしていく中で、例えば津別町でアパート暮らしを

始めていく、最終的に津別町に確定的に住んでもらえるのは、やはり僕は家を建てる

ということだと思うんです。ですから家を早く建てていただくことがいいと思うんで

すけれども、なかなか若い方には頭金というものが用意できません。頭金が用意でき

ないとローンの金額が高くなって、月額の返済が高くなりますので、その頭金に相当

するという意味では、この 500 万円というのは大変魅力なのではないかなというふう

に考えて、今日そういう数字を皆さんにちょっとお示ししました。 

何かあったらお答えいただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 沼田町さんも随分頑張っているなという印象を受けますけれ

ども、町のほうは上限 220 万円ということで、これまでも３年、３年の見直しの中で

改良を加えてきたところです。金額も少しずつ上がってきたりしています。津別町も、

この新築するときの現在でいえば、特徴というのはできるだけ地元にお金を落として

いただきたいということで、町内業者を使うということでこれまでも少しずつ金額も

上げてきていますし、それから町内で生産された木を使うと、あるいは、それにさら

に森林認証を受けていればさらにアップしますというようなことで、この三つがやは

り町にできる限りお金を落としてもらう、そういう取り組みをしている企業も支援を

していこうということになっています。 

あと、子どもがかつては１人につき幾らというのもあったのですけれども、今、子

どもに対して 30万円ということで、30万円だけですけれどもそういう形になっていま

す。 

ずっとこの３年間の支出状況をながめていくと、上限が 220万円なんですけれども、

90 万円という人がそれなりにいるんです。これは何かというと、やはり子どもがいる

というのと、基本金額が 60万円、議員がおっしゃっていたとおり、それはどんな形で

もあたるのですけれども、プラスする加算要件のところで当てはまるのが、やはり町

内ではない業者を使ったりとか、認証材とかそういうものは関係なくというようなこ

とで、基本の 60万円と子どもがいるので 30万円、この 90万円というのが意外にいる
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んです。あとはそれぞれ皆さん自由なものの考え方で建てられているというふうに思

います。 

220万円に全部該当する人というのは、この３年間では誰もいないんです。200万円

というのはあるんですけれども、これはその 20万円はどこで該当していないかという

と、転入された方が建てると 20万円プラスになるので、そうではない地元にいる人が

建てられているということですので、この制度そのものが転入されてくる方ばかりで

はなくて、町で、ここに住んでいて、そして家を建てて生涯ここで住みたいなという

ふうな方たちに対する応援という要素が強くなっておりますので、そうして見ていく

と、むしろまだ決めたわけではないんですけれども、転入のところをやめて、基本金

額のところにそれをもっていくことによって、より皆さんが得る額が大きくなるとい

うことも一つの方法なのではないかなということで、今、検討を進めているところで

す。 

それと、一ころから見ると、非常に住宅を建てるという傾向がやっぱり薄くなって

きています。かつては 20軒、30軒と毎年建っていたんですけれども、やっぱり２軒だ

ったり５軒だったりというような状況になっています。人口も減っていっているのは

当然関連していますし、一つはやはりあまり家を持たなくなってきたというか、将来

の処分を考えると非常に大きなものを背負い込んでいくような格好で、それは子ども

や孫に押しつけるのもどうなのかなというのもたびたび聞いたりもします。そういう

ことも含めて、トータルでやはりいろいろ考えていかなくちゃいけないのかなと思っ

ているところであります。 

〇議長（鹿中順一君） 暫時休憩をします。 

 

             休憩 午後 ２時 ７分 

             再開 午後 ２時 20分 

 

〇議長（鹿中順一君） 休憩を閉じ再開します。 

７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 ２点目、３点目については、やはりお金がという
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言葉がネックになっているのかなというふうに感じております。 

ただ、今ちょうど複合商業施設の問題で津別町の財政状況の説明を受けることが多

いのですけれども、今、津別町の財政状況は管内でも優秀で優良な財政運営をしてい

るというふうに私はとらえております。決してお金に困っているという状況ではない

と思います。もちろんこれから大型事業を抱えていて、本当にお金を大事に使わなき

ゃいけないという町長の姿勢はそれで尊重します。15 年前でしたか、町長が初めて町

長になられて、その時、ちょうど自立の時だったので、これからは全てを選択してい

くわけにはいかないと。やはり政策として取捨選択が必要になると、限られた財源の

中でそうしたことを考えていかなきゃいけないというようなお話をされたのが非常に

記憶に残っております。 

津別町は、先ほどの速報値にもありましたけど２年連続国調で流出率 11.3％、それ

から今回数字に直しますと 12.7％、２回連続管内で最高の人口の流出率となっており

ます。やはり人口減ということは、やはり人口をとどめる施策、それから人を呼んで

くる施策、そうしたものが取り上げられるべき重点政策ではないかなというふうに思

っております。 

子育て支援も重点政策だと思います。しかし子育てをするための、その子どものい

る世帯を津別町に多くつくることがやはり大事なのではないかなというふうに思って

おります。 

先ほど町長のお話に、家を建てる軒数が減ってきたと、これもやはり津別町は、全

体の中で人口の上のほうが大きいという、高齢者が多いといういびつな形というか逆

さとっくりのような形になっているので、非常に子どもが少ないということでありま

す。私は子育て支援の提言をしたときにお話し申し上げましたが、津別町は全人口に

対して、小中学生の率が 5.7％、それに対して近隣町村や類似町村は平均７％あると、

津別町はそういった町村に比べて 18％から 20％小中学生の率が低いと、であればお金

を突っ込むところは決まっていると、やはり子育て支援に重点的にお金を突っ込んで

いくべきではないかとその時申し上げました。そして、その子育て支援をするために

は子どもがいなくてはなりません。子どもを産み、育てるような若者の世帯を定住促

進させていくのは、やはり町として私は急務だというふうに考えております。 



 ― ６０ ― 

津別町で 2014年には住生活基本計画の見直しについて町長に質問したときに、津別

町の平成 17 年の国調で 6,222 人に対し、町外から津別に働きに来ている方が 586 人、

平成 22年の国調で 5,646人に対し 610人、これだけ津別町へ働きに来て、要するに津

別に住まないで津別で働いている方がいると、これ町長の答弁の中から拾いました。

その後、2015 年の部分は私が調べてみました。ちょっと町長の数字の出し方がわから

ないので、津別町で中間の流入人口 668 人であります。これは多分、これから学生の

通学を引けば従業者の数が出てくるのかと思いますので、640 人前後が 2015 年の段階

で町外から津別に働きに来ている方であります。この時も話題になりましたけれども、

このときは、そうした方は住宅がないから住まないんだということで、もう少し特公

賃をつくったらどうですかというお話しをしたのですけれども、今回、やはりこうし

て人口がこれだけ減っていっているにも関わらず町外から津別町に働きにくる方がど

んどん増えているということを考えると、やはり津別に住んでもらう条件のグレード

アップが必要ではないかなというふうに考えます。 

先ほどの数字の裏づけといたしまして、私は平成 29年から令和３年３月までの津別

町の出生死亡、転入転出についても調べました。いわゆる自然減と社会減であります。

一応数字を申し上げますと、死亡から出生を引いたものが平成 29 年からマイナス 86、

マイナス 46、マイナス 59、マイナス 62、マイナス 62、これが死亡から出生を引いた

数で、平均で 63 になります。それから転出から転入を引いた数が、平成 29 年からマ

イナス 72、マイナス 69、マイナス 53、マイナス 60、マイナス 50ということで、平均

が 60.8であります。自然減に対して社会減が同等近くあるということは、やはり社会

減が非常に多いと、昔 18歳で 100人も離町するような時代と違いまして、現在も津別

町から 18 歳の離町が 20 人をはるかに切っているわけですから、そうした意味では、

この社会減の数字はかなり同等近くまであるというのが多いのではないかと、それは

やはり津別町から離れていく理由を分析、アンケート調査等でもやってらっしゃいま

すけれども、やっぱり代わりに入って来てもらえる人が少ないのではないかなという

のが私なりの分析結果であります。 

現在、津別町に通っている人が 640 人もいるのであれば、ぜひこの近隣から津別町

に住みかえをしてもらえるように、もう少し施策をグレードアップする必要もあるの
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かなと思いまして、今日こうした提案をさせていただきました。 

今後、今日の議論の中で町長の心を揺さぶるものがあったのであれば、ぜひ検討課

題としていただきたいと思いますが、町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 多分これはお金の問題だけじゃないと思うんです。仮に 100

万円アップしたとしても、それじゃあどんどん増えてくるかというとそういう状況で

もないというふうに認識しております。 

通勤者がやはり増えつつあるというのも承知しておりまして、つまりお隣の町や市

から、そんなに苦労なく通勤ができるというそういう距離感があるものですから、そ

しておかれている社会的なインフラもやはり比較していくと、なかなか隣の市のよう

にはそこまで準備をするということはかなり難しい状況になっていると思います。や

はり教育だとか医療だとか、あるいは買物環境だとか、そういったものがそれなりに

整っていなければ、なかなか転入を決断するというところには、今ちょっと 30 分も、

あるいは 15、16分も行けば自分の職場に行けるというような状況であれば、やはりな

かなか選びづらいのではないかなという認識をしています。そういうこともあって何

とかできる範囲の中で、まちなか再生を含めて町にやっぱり賑わいや魅力をもってい

くと、こちらは豊かな自然があると、それをプラス要素として、そしてそこそこの社

会インフラも整っていますよということで選択をしてもらえるように、今、考えとし

ては進んでいるところです。そこに力点を置いていきたいなというふうに思います。

お金でなかなか勝負してもこれは勝てないだろうなというふうに考えておりまして、

課題としては持ちつつも、最初に手をつけていくところというのがまだあるというふ

うに思いますので対応していきたいなというふうに思っているところです。 

議員がいろいろお調べになって、私も平成元年からずっと出生数だとか、いわゆる

社会減だとか、それから自然減の比較だとかを見ていますけれども、平成元年からず

っといけば転入と出生を足した分というのは 7,700 人ほどになっています。逆に転出

して亡くなられた方を足すと１万 2,000 人ぐらいになっているということですから、

4,000 人ぐらいの方が平成元年から令和２年までの間の中で減っていっているという

ことです。転出にもいろんな事情があるかと思います。その理由等もいろいろ窓口で
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書いてくれている方もたくさんおりますので、その理由については承知しているつも

りでありますので、そこに有効な何か打つ手というのをともどもに考えてまいりたい

なと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 もちろんお金ばかりじゃないということは、よく

存じております。先日も議会報告会で私、町民の皆さんに答える形でお話ししたんで

すけれども、実は津別町の年齢別人口で 20歳から 34歳まで、この間に津別町には 311

人の男の方がいらっしゃいます、女性の方は 213 人、約 100 人男が多いんです。とい

うことは、町内同士でもし 200 人くっついても 100 人の男の方は、もしお嫁さんをも

らうとしたら町外からもらうんです。もしそれが近隣の町村であれば、例えば北見で

働いている女の子と津別町の木工場で働いている男の方が結婚しようとすると、当然、

すみかは北見か津別になります。そうすると津別に居を置いて奥さんを北見に通わせ

るより、俺が北見に住んで俺が津別に通ってきたほうがという優しい男性が多いと思

いますので、それが北見に住むきっかけづくりになるんです、結婚というのは。この

ときに、やはり北見と津別を２人は将来を考え真剣に考えると思うんです。そのとき

に、やはり津別に、先ほど町長申されたとおり、津別から北見や美幌は近いですから

若い人たちにとってはそんなに苦ではない生活圏なわけです。そうすると住んで非常

に有利な家賃の補助制度だとか、子育て支援制度がある津別町のほうが住みやすいの

ではないかという決断をしてもらえるような状況に私はもっていきたいなというふう

に考えています。今、現実にこれだけの人がこれから結婚したり、それから住居を構

えたりするのであれば、やはり男の人が出ていく理由をつくってしまうのは非常に行

政施策としてまずいかなというふうに考えておりますので、ぜひこの件も検討してい

ただきたいと思います。 

それから、先ほどちょっとお金の話ということでまとめてするということで、実は

よその町の議員と話してみました。うちの移住サポートデスクというか移住定住の業

務に携わっている方は大変仕事ができるし、仕事の量もやっているし優秀だと思いま

す、現在。今、そうした人たちがいるというのは、一つの移住定住対策についての武

器だというふうに考えております。でも、そういったことに携わる人たちに私たちは
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ウエポン、兵器を与えるべきだと思っているんです。これから移住定住の取り合いの

戦争になるわけですから、その戦争で勝てるような武器を持たせて、ぜひ移住相談会

やいろいろな移住者の選択の中に対する戦争に戦いに入っていってほしいと、であれ

ば、やはり私どもはそれなりの条件を用意してやる必要があるのかなと。せっかくそ

ういう優秀な人材がいるときに、他町村よりも多くの成果を上げられるような後ろ支

えが必要なのではないかと思っていますので、ぜひそうした制度のグレードアップに

ついても今一度考えていただきたいと思いますので、町長のほうからお考えがあれば

お聞きしたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） ありがとうございます。 

役場の例えば職員を見ても、73％が町外から来ている職員です。ほとんどがこちら

に住んでいますけれども、特別な事情がない限りは町外には住んでおりませんけれど

も、それぐらいもう津別の方ではなくなっているという状況です。ほかの職場を見て

もかなりそういう状況になってきています。言ってみれば、転入された方、移住され

た方というような見方もできるかというふうに思いますけれども、そういう実情の中

で、そして職員も少しずつ家を建てはじめていくというのもまた現実ですので、そう

いうところもぜひ見ていただければなというふうに思います。 

津別の空き家バンクの担当というのは、まちづくり会社でやっておりますけれども、

ホームページを見られたらわかりますとおり、本当に素晴らしくなっています。むし

ろ町のホームページよりも見やすくて、そしてアピール感も非常に強いものになって

いますし、対応する人もしっかりしています。ただその中で、実際に来られたときに、

よく移住者の方に時々津別ではないですけれども感想として出るのは、先ほども申し

ましたとおり来てはみたけれどもということで、何か来なければよかったのかなとい

うような思いを持たれる方もやはりいるというふうに聞いています。そこには例えば

移住相談会で立派なパンフレットや立派なものがいっぱい用意されているのと、行っ

てみての実際の生活とのギャップというのですか、そこのところはやはりしっかり埋

めていかないといけないのかなというふうに考えてもいるところなんです。そういう

ことも頭に入れながら、ひところ 2020年のオリンピックでは「おもてなし」なんてい
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う言葉が一時期流行りましたけれども、そこまでいかなくても、何か来てみて、そし

てパンフレットだとかいろんな人のお話も聞いて、視察も来て、そして住んでみたけ

れどもやっぱりいい町だよねというふうに言われるような、そういう取り組みも必要

ではないのかなと考えているということで答弁させていただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ７番、佐藤久哉君。 

〇７番（佐藤久哉君） 〔登壇〕 最後にちょっと言い忘れたことだけ申し上げて終

わりたいと思います。 

今、町長がおっしゃったとおり、実は移住定住の仕事に関しては津別町のホームペ

ージにもチャレンジツベツですとかワークＩＮツベツだとか載っていますけれども、

実は津別町のホームページよりも素晴らしいできで、それを見たら本当に津別町にす

ごく魅力を感じるような形になっているかと思います。本当にそういう意味では私は

仕事は優秀だなと思って評価しているのですけれども、そうしたきっかけづくりをう

まくやっていく中で、津別に来てもらってお試し暮らしをして帰って、リピーター、

多分津別に来ている方の９割以上は津別に住む前に２回来ているという形が多いんで

す、お試し暮らしで。ですから２回目来ていただけるように、来るきっかけ、それか

ら来てから、先ほど町長が言われた後悔しないように２回目来ていただいて、本当に

そうなのかということを確かめていただくような、そういう制度というか、そういう

仕掛けづくりを今後していただくように要望いたしまして、私の一般質問を終わらせ

ていただきます。 

ありがとうございます。 

〇議長（鹿中順一君） 次に、３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 〔登壇〕 ただいま議長の発言のお許しをいただきましたの

で、先に通告した件についてお尋ねいたします。 

一つ目の質問、まちづくり会社についてであります。 

北海道つべつまちづくり株式会社は、町と町民からの出資金を資本として、2019 年

３月に設立されました。 

町の未来を町民とともにつくっていく会社であると期待されておりましたが、統括

マネージャーの退任から人事が定まらず、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
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事業もありまして、まちづくり会社本来の役割を果たせていないと感じます。 

そこで、まちづくり会社の現状、課題、今後の展望について伺います。 

一つ目は、ふるさと納税事業についてです。本年度の予算は１億円でありましたが、

予算に対しての現在での実績、年度末までの予測について伺います。 

二つ目は、移住促進事業について、現状について伺いたいと思います。 

三つ目に飲食事業について、現在休業中のレストハウス、チーズ工房、今後の展望

について伺いたいと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 小林君の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

町長。 

〇町長（佐藤多一君） それでは、まちづくり会社についてお答え申し上げます。 

はじめに、ふるさと納税の現時点の実績と年度末までの予測についてでありますけ

れども、令和３年 11月末現在、3,473万 1,000円でありまして、前年同期比 11.1％減

となっています。減少の要因は、天候不順によるアスパラ・玉ネギなどの不作や生産

農家の都合などにより、出荷数に制限を受けたことがあげられます。 

この状況を好転させるため、行政もまちづくり会社と連携し、返礼品事業者への訪

問、新規返礼品の開発、高大連携事業により提案のあった町外への転出手続きの際で

のＰＲ、ふるさと納税の仲介サイトを増やすなど、増額に向けた取り組みを行ってき

たところです。 

本年度の町の予算は、前年度実績の 8,600 万円を目安に、ふるさと納税の仲介サイ

トを２サイト増やすなど、１億円を目標にしたところですが、返礼品の中核である農

産物に天候等の影響を受けたことから、目標達成はかなり厳しい状況になっています。

しかしながら、本年度の残る約１カ月の期間において、まちづくり会社とともに目標

に向けた取り組みを進めてまいる考えであります。 

次に、移住促進事業の現状についてですが、まちづくり会社では移住促進事業とし

て、空き家の状況と利活用を情報発信する「空き家バンク」、求人情報を発信する「ワ

ークＩＮツベツ」、津別町の生活情報や各種支援制度などを発信する「チャレンジツベ

ツ」により移住に関するＰＲを行っています。 
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また、ワンストップ相談窓口として「移住・定住サポートデスク」を設置し、移住

を考えている人に情報の収集から相談までをワンストップで行う体制がつくられてい

ます。サポートデスクでの対応件数は、令和２年度が延べ 570件（実数 137件）、令和

３年度が 11月末現在で延べ 527件（実数で 136件）で、町外からの移住・起業の問い

合わせは 40件となっております。 

また、佐藤議員のご質問にもお答えしましたとおり、来町して津別町を知りたいと

いう方には、希望内容に応じたオリジナルの移住体験ツアーを随時行っており、令和

３年度は 10名が参加しております。 

次に、チーズ工房の今後の展開についてですが、工房の再開に向けて地域おこし協

力隊員を募集し、内定を出したところですが家庭の事情により辞退されましたので、

現在、再募集を行っているところです。 

レストラン部門は、料理人が見つからないのが実情であり、行政としましても料理

人の確保と営業形態などについて、まちづくり会社と協議を行っていますが、具体化

には至っておりません。まちづくり会社は、レストハウスの整備にあたり、地産地消

の推進や特産品の販売、周辺施設との連携などを目指すため、多くの費用を投じてき

たことを十分承知しており、営業再開に向けての努力を続けているところであります。 

ご承知のとおり、まちづくり会社は、包括マネージャーの相次ぐ退任に加え、ベテ

ラン職員の退職もあったことから体制づくりを進めているところです。 

現在、地域おこし協力隊を含めた新たな社員による運営が、ゆっくりではあります

が進んでいますので、状況を見守りつつも行政との情報交換、意見交換を行いながら、

多くの方が訪れていただけるよう進めていく考えでありますので、よろしくお願いい

たします。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 〔登壇〕 今、ふるさと納税の部分についてお答えいただき

ました。 

今年度の実績が 3,400 万円程度、前年度に比べまして約１割減となっているところ

でございます。昨年の実績が約 8,500 万円ですので、このまま同じぐらい伸びてくれ

たとしても、やはり目標の１億円には少し足りないというお答えでございました。ま



 ― ６７ ― 

た、その原因も農産物の生産不良ということでありましたので、これはないものは仕

方ないのかなというところでございます。 

また、ふるさと納税ですと、どうしても北海道は海産物というのが非常に有名なと

ころになるかもしれませんけれども、我が町では海がありませんので海産物もやはり

ふるさと納税には似つかわしくないのかなと思うところでございます。 

その中で、やはりふるさと納税の中で、人気を博しているものが肉牛というところ

にあるのではないかと思います。肉牛の需要は高いと思われますけども、供給のほう

はどのようになっているのか、肉牛を今後さらにふるさと納税で押していく考えがあ

るかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 住民企画課長。 

〇住民企画課長（小泉政敏君） ただいまご質問のありました肉牛です。肉牛につい

てはＪＡつべつさんのほうにお願いしまして、そちらのほうから供給というか、手配

していただくことになってございますけれども、やはり肥育期間等がございますので、

あまり量というのは町のほうで把握はしていないのですけれども、可能な限りＪＡさ

んのほうで対応いただいているというのが現状でございます。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 〔登壇〕 やはり急にはできないものでありますから、それ

もいたし方ないのかと思いますけれども、私が少し聞いた話では、出荷から加工まで

の間に非常にタイムラグがあり、その辺りで少し調整のほうに難が出ているというの

も聞いておりました。その辺りについて、町から加工業者といいますか、そういった

ところに働きかけをかけるという考えがあるかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 住民企画課長補佐。 

〇住民企画課長補佐（加藤端陽君） 加工段階の部分でいろいろあるということです

が、実際、町から直接その加工業者にお声がけをしたということはないのですけど、

まちづくり会社からその辺スムーズにいくようにまちづくり会社に行って、まちづく

り会社からその加工業者にという相談をしているケースはございます。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 〔登壇〕 やはりないものは仕方ありませんので、あるもの
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の中で戦っていくしかないのかなというところでございます。 

また今後に向けてなんですけども、やはりふるさと納税は非常にいろんな各自治体

が競っているところでございます。その中で、やはり目立たなければいけないという

ところ、その中で一つ提案なんですけれども、いろいろな目立つような名称というの

が今後必要になってくるのではないかと思います。一つの例で言いますと、ふるさと

納税ではないのですけれども、いもといいますのは、私は新ジャガが１番おいしいと

いうイメージがございました。その中で「よくねたいも」という商品名が出たときに、

何だそれというふうにまず思いました。そこで、いろいろなことを聞いていますと、

ねかせたいもというのはでんぷん質が糖質に変わって、非常に甘くなり、美味しくな

るというようなことも聞きまして、非常に驚いたのと、すごくネーミングセンスがよ

く、また購買意欲というのもそそるなというふうに思いました。 

私もいろいろな津別町の特産品でネーミングを考えてみようと思ったんですけども、

ネーミングセンスがないものですから、そんなにすぐにできるものではございません

でした。ここで高大連携ですとかそういったことを示されておりますので、ぜひ町内

の学生ですとか小学生とかに働きかけて、何か津別町の特産品でこんな名前があれば

本州の人たちにも気に入ってもらえるのではないかというようなことも考えていって

いただけないかということを伺いたいと思います。学生と、また一般の方々に公募で

商品名を呼びかけられないかどうかを伺いたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 面白いアイディアだなというふうに思います。 

これ生産者の方とも名前を変えていいですかっていうこともお伺いしながら進めな

くちゃならないかなというふうにも思っています。ネーミングはやっぱりパッと見た

ときに、ふっと引きつけられるものがありますので、これは以外に大事なものだなと

いうふうに思っています。例えばなんですが、僕もふっと気を引いたのが、北海道の

市町村共済組合で運営している、札幌に道庁の前にポールスターというホテルがあり

ますけれども、そこの玄関の所で各町村の市を開いているんです。津別町は実はまだ

１回も出していないんですけれども、そのときに、せたな町さんの市ということで書

いていたのが「またせたな市」なんです。「せたな」を使って「またせたな」とひらが
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なで書いてあって、これもとんちのきく職員がいるんだなというふうに思ったりした

ところです。これはやっぱり頭が柔らかくないとなかなか出てきませんので、今言わ

れました、それをもうちょっと早く聞いていれば高大連携のこの間の発表会もありま

したけれども、要請してもよかったなというふうにも思いますので、機会を見てそう

いうこともぜひ考えてもらえないかということで伝えてみたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 〔登壇〕 非常に商品名というのは、また津別にも「あっぱ

れ米」というのもございますけれども、やはりふるさと納税、今携わっている方、も

ともとはベテランの職員でございました。非常に事業者の方から私の耳に入ってくる

ところでは好評でございます。この職員に頼まれたから続けているんだというのも聞

いたこともございます。これは非常にまちづくり会社にとって必要な要素だと思いま

す。今、頑張っておられる職員の方々にも、新規開発といったところもございました。

そういったところも、ぜひ足しげくいろいろな事業者に通って、顔をつないでいただ

いて、商品の供給に努めていただきたいと思います。 

次に、移住促進事業についてですけれども、先ほどの佐藤議員がさまざまな素晴ら

しい提案をしていただきましたので、またこの後でも篠原議員も質問されることもあ

りますので、私のほうでは少し見方を変えたところで提案させていただきたいと思い

ます。 

今、移住サポートデスクについております小塚さん、冒頭の町長のあいさつにもあ

りましたように非常に稀有な才能、新美南吉童話賞最優秀賞というのを受賞されたと

いうことを伺いました。これも何日か前の道新で私、記事を見まして、すごい方が津

別にいるもんだなというふうに思いました。この方は童話賞ということですので、ぜ

ひ津別のお母さんたちの前で講話ですとか、またお母さんたちの会に顔を出して、顔

をつなげていただきたいと思います。 

やはり外から来ていただいた方というのも、もちろん来ていただくための施策とい

うのも非常に重要であります。しかし町内には、やはり夫婦の中で子どもたちがどん

どん大きくなってくるときに、新しい住居というのが手狭になってきたときに新しい

住居というのを探すというのも必要かと思われます。そのときに顔を売っておけば非
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常にスムーズに回っていくと思います。不動産といいますけれども、やはり住宅とい

うのは、どんどん回すことによって価値が上がるとまでは言い切れませんけれども、

価値を下げずに維持することができるというのは、やはり住んでいただいていたから

こそかと思われます。先ほどからありますように、ホームページのほうも、昔は２軒

だけだったやつが、今では 80軒以上の空き家バンクに登録がございます。この登録を

ぜひ口コミのほうで生かせるように、津別町の中で顔を売っていただくように、ぜひ

サポートをしていっていただきたいと思いますので、この件について何かあれば伺い

たいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 最初にありました、移住者の方もこれまでもたくさん来てお

りますけれども、地域おこし協力隊ということでもたくさん来ておりますけど、やは

りなかなか思ったとおりにいかなくて、転出されていく方もそれなりにたくさんいる

わけですけれども、今回の小塚さんの場合は、本当に地域おこし協力隊の名にふさわ

しい、地域に何かをおこしてくれそうな、そういう才能を持っている方がいるという

ことは大変いいことだなというふうに思っています。 

また、相生にずっとご主人とともに住み続けるようでありますので、いろんな形で

協力をしていただければなというふうに思うところです。 

そういう中で、住宅が今、余っているのか余っていないのかっていうのもあるんで

すけれども、これは印象なんですけど、何か微妙な状況かなという、例えば公営住宅、

３階建ての公営住宅等々もありますけれども、決済で募集をかけ、そして募集をかけ

ます。そして、こういう人たちが来ました、入りました。あるいは、誰も応募があり

ませんでしたということで、今回も応募なしということであったんですけれども、そ

こそこまだあるのかなと、そして民間でも三つつくっていただいたことも結果として

はよかったかなというふうに思っています。 

今、空き家バンクの中でも、かつての部分と比較すると、もう雲泥の差というか、

そういう動き方をしておりますので、そこを１番もう馴染んできていますので、そこ

がやっぱり中心になって動いてもらって、そして足りない部分は行政として後押しを

していくという形で進めてまいりたいと考えております。 
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〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 〔登壇〕 先ほどの佐藤議員の提案にもございましたように、

移住定住相談会への参加もコロナ禍でこの２年間できておりませんでしたけれども、

来年はぜひ参加していただいて、津別町をＰＲしていっていただければと思います。 

次の３番目のまちづくり会社、飲食事業についてでございます。 

やはり、このまちづくり会社が手がけるこの飲食事業というのが非常にネックにな

っているところでございます。ずっと多額のお金を使いながら休業をしているという

のは、町民にとっても非常にマイナスで非常に気になるところでございます。 

しかし、まちづくり会社も何もしていないわけではなく、町も何もしていないわけ

ではなく地域おこし協力隊を募集したり、レストラン部分でも料理人を探したりとか

はされているとは思いますけれども、なかなかそれが町民に見えないところがござい

ます。一般の方、株主でしたら株主総会で報告を受けている方もおられますけれども、

やはり一般の方ですと、今はただ単に休業をしているというふうに受け止めざるを得

ない現状がございます。 

そこで、まずこの今こういうことをしているといった、現段階での広報を町として

もやっていただきたいというのと、また今後どうしていきたいかということを、こん

な挑戦をしてみたいんだというようなことが町づくり会社から提案があるかないかに

ついて伺いたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 住民企画課長。 

〇住民企画課長（小泉政敏君） まちづくり会社の現状の取り組みです。なかなか成

果がない中、なかなか広報がしづらいというのは一つにあるかなと思います。 

改めてまちづくり会社とも相談して、こういったことをどういうふうに町民に対し

てもＰＲしていくというか、お知らせするべきじゃないかというのはまちづくり会社

とも相談しながら進めてまいりたいなというふうに思います。 

あと会社からの今現在どんな取り組みというような中ですけども、まずは、やはり

人を確保しなければならないというのが第一なのかなと思います。それと同時に人を

確保したところで、その後の営業というか運営、そこら辺の面も考えていかなくては

いけないということで、まちづくり会社でもいろんな方面というか、そういった方面
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でちょっと考えているところはあるんですけれども、まだちょっとここでは内部とい

うか、まちづくり会社の内部での話なので、そういう動きは確かにしていることは確

かなので、うまくいけば皆さんにご報告はできるかなと思いますけども、そういった

ことで何もしていないというわけではないということでご理解いただきたいなと思い

ます。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 〔登壇〕 私も何もしていないとは思っていないんですけど

も、やはり町民の方からすると見えないというところに不満が感じるところかなと思

い、この質問をさせていただいております。 

どこまでまちづくり会社に提案していいものかどうかというのもあるんですけれど

も、例えば、今、完全に閉まっているところを期間限定で貸し出すといったところも

試みの一つとしてはあるのではないかという提案をさせていただきたいと思います。

その時に発生するような賃貸の費用ですとか、光熱費というところは助成といったと

ころの議論の余地があるのではないかと思います。やはり、幾らでも支援ということ

にはならないと思いますけれども、あの建物自体をずっと使わないというのは、やは

りマイナスにしかなりませんので、何かしらの形で、ぜひ早く再開していただければ

と思います。 

また、今、人を集めているところというふうにお話をいただきました。これも最近

のお話なんですけれども、12 月に入ってからなんですけれども、岩富にお菓子屋さん

がオープンしました。ご存知のことと思いますけれども、もともとパティシエの方で、

お菓子づくりが非常に上手でございました。また、知り合いの方々にいろいろお菓子

を配って、その腕前というのはかなりの方が知っておりました。私ももちろんいただ

いたことはありますけれども、子どもたちが非常に喜ぶ、家庭でつくったお菓子では

なく「プロの腕だね」というふうに言ったら、もとパティシエですと言われたのを覚

えております。そのように、やはり地域の人たちに顔と腕を売って、それでオープン

させましたところ、すぐに売り切れになってしまい、なかなか買えない状態が続いて

いるというのを耳にしております。このように、ぜひ人を育てるというのが非常に重

要なところでございます。まちづくり会社も今コロナ禍でなかなかいろんな取り組み
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というのはできないと思いますけれども、人を育てる町民とのふれあいを大事にして、

オープンしたときには、たくさんの町民が来られるように人づくりに協力していただ

きたいと思います。 

何かあればお願いします。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 私もできるだけ早くオープンしてほしいなと、結構、開いて

いたときは楽しませていただきましたので、できれば１日でも早くというふうに思っ

ているところでありますけれども、できた当時から見ていると、何か不運がつきまと

っているというのがちょっとあるかなと、せっかく津別高校を卒業して料理人で一生

懸命働いて、そしてここで津別の人のために料理をつくろうということで、将来、中

心になってもらおうという方が、残念ながら交通事故で亡くなったりとか、ようやく

地域おこし協力隊もこの間見つかったところですけれども、九州からということであ

りましたけれども、家庭の事情で面倒を見なくちゃいけない方が出てきたようですの

で、残念ながらという状況になっています。ですから、ああ、ここまで来たなと思っ

たところで、またっていうことがちょっと繰り返されております。それになるかどう

かは別にして、クマヤキでもいろいろ協力をしていただいた船橋のお菓子屋さんもち

ょっと興味を示しているということも聞いています。どんな形になるかわかりません

けれども、あるいは今、議員がおっしゃられました岩富の、確か北見のティンカーベ

ルかどこかでパティシエとして働いていたと聞いておりますので、そういう方が何ら

かの形で関われることができるのかどうなのかというのは、これはやはり少し行政も

応援しますけれども、まちづくり会社そのものが精力的に動いていただいて、そして

１歩前へ進んでいただきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 〔登壇〕 今、コロナ禍で人との触れ合いが制限されており

ますけれども、今しっかりと準備を進めて、コロナが落ち着き、人の動きが出てきた

ときにはチャンスになろうかと思います。 

最後になりますけども、まちづくり会社の今後につきましては、ふるさと納税事業、

移住促進事業、飲食事業、どれも共通するのは、やはり社員が町民に顔を売ることか
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と思います。顔と名前が一致して、それぞれの事業に取り組んでいただき、新たに来

られる方には津別に魅力を感じて、町民とともに楽しみながらまちづくりに携わって

いただきたいと、そのサポートを町と我々町民も一緒になって進めていくのが、まち

づくり会社のあるべき姿と思われます。 

以上でこの件に関しては終わらせていただきますけれども、最後に何かあればお願

いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 町長。 

〇町長（佐藤多一君） 議員も含めまして、町民の方にもやはりご心配をかけている

ところがたくさんあると思いますので、これから中心的にはまちづくり会社になりま

すけれども、この分野だけでいけば、ちょっとなかなか前へ進んでいない状況ですけ

れども、そのほかの部分については非常によく頑張っていただいて、有益な状況にな

っているというふうに思います。落ち込んでいる部分について、そこはやはり少しで

も改善できるように、町としても意見交換をしながら、できることは支援してまいり

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 次に、児童・生徒の視力についてであります。 

現在ＧＩＧＡスクール構想により、１人１台の端末環境下での学びが始まり、子ど

もたちの学習意欲を高めるため、さまざまな取り組みがされております。 

しかし、同時に目を酷使することにより、児童・生徒の視力の低下が懸念されます。 

そこで、次のことについて伺います。 

一つ目に、現在の児童・生徒の裸眼視力について、どのように把握されているか伺

います。 

二つ目に、児童・生徒の視力低下による弊害について、どのように考えているか伺

います。 

三つ目に、視力低下を抑えるために家庭における協力が不可欠であると考えるが、

どのような対策がとれるか伺いたいと思います。 

以上、よろしくお願いします。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 
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〇教育長（宮管 玲君） 〔登壇〕 それでは、児童生徒の視力についてお答えいた

します。 

はじめに、裸眼視力の把握についてですが、学校では毎学年定期に児童・生徒の健

康診断を実施しており、その検査項目の一つに視力検査があります。本年度の裸眼視

力が 1.0未満の児童・生徒の割合は、小学生が 49.7％、中学生が 73.9％となっており、

年齢が高くなるにつれて視力の低下が見られます。 

文部科学省がまとめている学校保健統計調査によりますと、令和２年度の全国の小

学生の裸眼視力 1.0未満の児童の割合は 37.5％、中学生の割合は 58.3％ですので、単

純比較ではありますが、本町では視力の低い児童・生徒が多い傾向にあります。 

なお、結果につきましては、学校から保護者へお知らせするとともに、視力 0.6 以

下の児童・生徒には眼科への受診を進めております。 

次に、視力低下の弊害についてですが、自分の経験上からも、視覚からの情報収集

に不便をきたすことや、めがね、それからコンタクトレンズでの矯正に生涯にわたっ

てコストがかかることがあげられます。 

また幼少期にめがねを使用することは、日常生活に制限が生じますし、運動をする

ときには、めがねをしていることによるけがといった危険性が増加します。 

学校生活では、授業中に教科書や黒板、ホワイトボードの文字が見にくくなること

によって理解力や姿勢が悪くなる等の影響が生じます。 

視力低下により日常生活に不便を感じることが増え、安全上の問題も生じやすくな

りますので、できる限り視力の低下を防ぐことが必要であるとの認識でおります。 

視力低下対策の考えについてですが、全国の児童・生徒の裸眼視力 1.0 未満の者の

割合は、学校保健統計調査が開始された昭和 23 年以降、一貫して上昇し続けており、

学校のＩＣＴ化により一層悪くなることがないように対応することが重要との認識で

おります。 

本年４月に文部科学省が眼科医等の専門家や学校関係者による懇談会を開催し、最

新の医学的知見に基づいた「ＩＣＴの活用に当たっての児童生徒の目の健康などに関

する配慮事項」にまとめたものが通知されております。学校ではそれをもとに、利用

時の目と画面の距離・定期的な休憩・明るさの調整等に留意しながらＩＣＴの活用を
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行っておりますが、今後も日常観察や学校検診などをとおして、児童・生徒の状況を

確認するよう努めてまいります。 

最後に、視力低下を抑えるために家庭における協力が不可欠とのご提言ですが、視

力をはじめとした健康や体力といった家庭教育の根幹に関わることについて、ご家庭

には協力ではなく協働をお願いしたいと強く思っております。 

視力低下のメカニズム等の詳細は科学的に解明されていないことが多いものの、多

くの専門家は遺伝と生活環境を指摘しています。生活環境については特に、近くで物

を見る、暗い場所で物を見る、睡眠や運動時間・外遊びの減少などの習慣との関連性

が影響しているそうです。 

学校での取り組みと同様に、家庭でもテレビゲームやパソコン、スマホ等の使用に

ついて、長時間使用しない、45 分使用すると休憩するといったルールを決め、屋外で

遠くを見ることも有効なので、お子さんと一緒に外で遊ぶなど親子で視力低下の弊害

や原因を話題とし、親子一緒に我が家の家庭生活環境について改めて考え、見直しを

していただきたいと思います。 

なお、学校からは養護教諭が今後も引き続き視力検査や 10月 10日の目の愛護デー、

長期休業前などに発行する保健だよりを工夫・充実させ、目の健康や視力について、

家庭での過ごし方について児童・生徒や保護者にお知らせしてまいりたいというふう

に考えております。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 〔登壇〕 今、お答えいただきました、津別町の小学生と中

学生の視力 1.0 未満の児童の割合についてですけれども、令和元年度の小学生の平均

は 34.6％、中学生 57.9％と少しずつ 19 年、20 年で徐々に上がっているところでござ

いました。そして、これからＩＣＴの活用で非常に子どもたちは画面を見るのが好き

なもので、非常に集中して見るとどんどんこれから悪くなるというのが心配される中、

津別町の割合が非常に高く驚いているところでございます。非常に由々しき事態であ

り早急な対策が必要だと感じているところでございます。 

２点目の児童・生徒の視力低下による弊害について、教育長のお答えにもありまし
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たけれども、やはり視力が低下することにより、目の疲れによる頭痛というのもござ

います。実際に私の娘もめがねをかける前に頭痛に悩まされている時期がございまし

た。やはり黒板等々が見づらいということで、目に余計な力が入り、それが頭痛の要

因になっているという眼科での指摘を受けました。 

遺伝的要因、環境的要因とございますけれども、私自身も小学生のころは視力は低

かったです。これも私の妻も低くて、小学生の間はずっとめがねをかけていたという

ことで遺伝的要因も多少はあるのかなと思うところでございますけれども、やはり目

の疲れを抑える、遠くを見るといったところ、成長とともに私の視力は回復してまい

りました。 

しかしながら、やはり小学生のうちに視力が弱くなりますと、目を通して脳に届く

刺激が弱くなり、反応も鈍くなり、学習意欲の低下、ひいては学習能力、運動能力の

低下につながる可能性が高くなると危惧しております。 

現在、学校での視力検査を年に２回実施されていると伺っております。これもやは

り長期、子どもたちの視力というのは急激に低下することもよくあると伺っておりま

す。各種、長中期の休みの間に個人的に眼科に通って視力検査をしていただき、子ど

もたちの視力低下に対する予防線を張っていただくように告知をしていただきたいと

思います。 

またさらに、これもＩＣＴの活用のときにもお話しさせていただいておりますけれ

ども、屋外で日光を浴びるということも非常に大切であります。一説では週に 11時間

以上、1,000 ルクスの光を浴びることで視力低下の予防ができるといわれております。

やはり夏でも昔より外遊びが少なくなっております。これから冬はさらに少なくなる

と懸念されておりますので、このあたりの保護者への考えについて伺いたいと思いま

す。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） ＩＣＴの活用が増えることでの視力低下のご心配と、それ

から外で活動する時間の必要性という部分のご質問だというふうに思いますので、お

答えをしたいと思います。 

議員にさらに心配をおかけするようなデータですけれども、実は平成元年８月に文
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部科学省で携帯電話の所有についての調査も行っております。その結果、全国ですけ

れども、小学校の 55.5％が所有、それから中学生の 66.7％が所有という結果が出てい

ます。これは所有であって、自分専用かどうかというのはわかりませんけれども、そ

れだけ携帯電話が普及してきているという状況にあります。 

すなわち、児童・生徒の日常生活において、携帯電話、スマホですとか、こういっ

たＩＣＴ機器がどんどんと広がっていくという、普及していくということが想定され

ますし、今回の議員のご質問のきっかけのように、学校の授業にパソコンですとかタ

ブレット端末が配置されて、ＩＣＴについて、ごく当然のごとく活用する現代の生活

ですから、こういった人工の光のもと、子どもたちも近くて細かいものを凝視する時

間がどんどん増えていくということが想定されます。 

また、家庭での子どもの過ごし方については、おそらく父親である議員も感じてい

らっしゃると思いますけれども、自分の子どものころから比べると、液晶画面を見て

いる時間というのが数十倍あるんじゃないかというふうに想像されます。 

この結果、子どもの視力低下の一層の加速ですとか低年齢化が心配される状況を認

識しております。 

先ほども述べました健康や体力といった教育の根幹に関わることにつきまして、特

にＩＣＴ機器の健康面に配慮した使い方については、学校だけではなく、家庭との協

働となるよう情報の共有に努めたいというふうに思いますし、それぞれ責任を持って

指導にあたることが必要であるというふうに考えております。 

屋外での遊びと視力低下の関連性を指摘する説を言うお医者さんがたくさんいらっ

しゃるということも承知しております。目の健康に関してだけでなく、これまでも子

どもの体力づくりの部分からも外遊びですとか、屋外での運動が必要であるというこ

とはさまざま議論されておりますし、当然、必要であるというふうに認識しておりま

す。ただ、学校の休み時間の様子等を教育長室からのぞいてみますと、休み時間ごと

に外に出て遊具で遊んでいる子どもたちの姿をたくさん見かけます。また、車で通り

かかりますと、こども園ではたくさんの子どもたちが屋外の築山で遊んでいたりする

ところを見かけるところです。そういった屋外での活動というのは日頃の積み重ねが

大事だろうなというふうに思いますし、保護者のご理解も得ていかなければならない
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というふうに思っています。 

また町では、アソビバ！といった体験活動を進めております。その中では、保護者

も一緒に体験できる、参加できる活動もたくさん含んでおります。お陰さまで参加し

てくださる家族が増えてきておりますので、そういったことから屋外での活動時間を

十分に保障することにつなげていければなというふうに思います。 

学校の校長とはよく話をするのですけれども、徒歩通学がやはり大事なんだろうな

というふうに今議員の話を聞いていて感じました。外で遊ぶ運動するだけではなく、

光を浴びることが大事だという説だと思うんですけれども、となれば、昔の子どもは

みんな徒歩で学校に通いましたし、徒歩で帰りましたよね、それは明るい時間に太陽

の光を浴びて行動していたわけなんですが、今、その時間が子どもたちは非常に失わ

れているんじゃないかなというふうに思います。改めてそういった徒歩通学、できる

ことで子どもたちの健康を増進していこうということが考えていかなければならない

ことだなというふうに再認識いたしました。 

以上です。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 〔登壇〕 学びの充実というところでＩＣＴの活用というの

は、これからの学校で必要不可欠であるところですので、これはやはり減らすことが

できずに、いかに上手に使用していくかということになろうかと思います。 

実は、私、先月久しぶりに視力検査をいたしました。免許証の更新のために視力検

査を行いました。５年前に測りましたときに実はあまりよく見えませんで、試験官の

方に次のときには本気でめがねをかけることを考えておいてくださいねと言われ、確

かにぼやっと見え、上かなとか言いながら答えていたんですけれども、それから５年

たちまして、先月受けに行ったときは、戦々恐々しながらこれでめがねをかけてくだ

さいと言われたら大変だなと思いながら受けたのですけれども非常によく見えまして、

指された所より小さい所までよく見えました。何でだろうなと、ここに来て視力がな

ぜ回復したんだろうなと思いましたけども、私、この５年間で確かにデスクワークも

増えたんですけれども、それ以上に朝走ったりとか、また野球少年団のコーチもして

おりますので、真っ黒になるまで外にいました。そういったところが多少なりとも影
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響をしているのか、40 歳になっても視力が回復したというところは非常にありがたい

ところでございます。 

子どもたち、大人の方もそうなんですけど、今マスクをします。その上でめがねを

かけると非常に曇ったりしてわずらわしいというのも非常にかわいそうなところでご

ざいます。やはり子どもたちの視力というのは、大人たちが守ってあげなければいけ

ないところだと思います。 

先ほども冬はさらに外遊びの時間が短くなる、また日の出ている時間自体が短くな

るのでいたし方ないんですけれども、やはりそこは町もぜひ指導していただいて、ス

キー、スケート、スノーボードといったところを積極的に町からのイベントとして呼

びかけていただきたいと思います。 

今年の１月にスケート教室を予定しておりましたけれども、残念ながらスケートリ

ンクが暖かく、雪が少なくてできなかったためスケート教室自体がなくなってしまい

ました。本年度も１月 12 日、13 日、14 日にスケート教室が予定されておりますけれ

ども、できるかどうか非常に先行きが今年の暖冬ですと不安なところがございます。

ですけれども、できれば、もしスケートリンクができるのであれば中止ではなく延期

にして、子どもたちを少しでも外に引っ張り出すようにご協力いただきたいと思いま

す。 

何か担当で考えがあれば伺いたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） 生涯学習課長補佐。 

〇生涯学習課長補佐（石川波江さん） スケート教室を中止することなく変更ですけ

ども、昨年も、例えば児童館を利用している子どもたちが放課後にできるシステムも

いろいろ検討したりしましたし、やはり限られた冬休みの期間ですから、冬休みが終

わると週末ですとか放課後ですけど、なかなか少年団活動で習いごとが忙しいという

ような経過から、なかなかその季節を超えると現状いろんな検討をした結果厳しかっ

たというのがあります。 

今年度、令和３年度の来年の１月のスケート教室についても、リンクができなかっ

たらどうしようという話は、今、もう既に担当としていますので、いろんな子どもた

ちが外でできる活動は、スキー、スケート、そういうことも想定しながら中止するこ
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となく、できることはやっていきたいというふうに担当では考えていますので、雪が

降るのを待つばかりということでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（鹿中順一君） ３番、小林教行君。 

〇３番（小林教行君） 〔登壇〕 非常に子どもたちは楽しみにしているところであ

りますので、ぜひ開催できるようにお願いいたしたいと思います。 

最後に、視力低下を抑えるために家庭における協力についてでありますけれども、

やはり家庭での対策が１番重要かと思います。帰ってきてからの時間が長いわけであ

りますし、そこで幾ら学校で気をつけても、帰ってきてからずっとテレビ、ゲーム、

タブレットなどをずっとしていては何の効果もございません。やはり家庭で今言った

三つ、テレビ、ゲーム、タブレットなどの使用時間と休憩時間のルールづくり、先ほ

ど教育長から 45分というのもございましたけれども、ぜひそこは保護者と一緒に、あ

る程度の指標は出していただければと思うんですけれども、保護者と子どもたちが話

し合ってルールをつくり、１日の上限時間ですとか、何時以降は使用しないと各家庭

で話し合い、ルールを設け、子どもたちの目の健康に留意されるように伝えていただ

きたいと思います。 

最後になります。あわせて目の健康が子どもたちの健やかな成長、学習能力、身体

能力にもつながっていると、ぜひ各ご家庭に啓蒙していただきたいと思います。 

最後に何かあればお願いいたします。 

〇議長（鹿中順一君） 教育長。 

〇教育長（宮管 玲君） ＧＩＧＡスクール構想というネーミングが非常にインパク

トが強くて、保護者をはじめ地域社会の皆さん、それから学校の教員の中でもそうで

すけれども、教員のＩＣＴ活用、指導力の向上ですとか、個別学習で使うだとか、共

同学習で使うだとか、そういった事業での活用にどうしても関心がいきがちだなとい

うふうに感じています。確かにＩＣＴ機器の活用ですとか情報モラル教育といったこ

とは重要なことなんですけれども、今回、議員から質問いただいた児童・生徒の視力

を含めた健康ということは非常に大事な課題だというふうに認識しています。児童・

生徒の視力低下というのは、先ほども申しましたように昭和 23年の調査からずっと課

題となっている大きな問題であります。生活環境ですとか生活習慣の改善に関する情
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報提供を行ってまいりますし、それから学校、家庭でのＩＣＴの活用の際には十分な

配慮を行っていきたいというふうに考えております。 

子どもたちの視力が、学校のＩＣＴ化をきっかけに一層悪くならないような取り組

みを進めてまいりたいというふうに考えております。 

それと、保護者の学びの場としてＰＴＡ活動に私は期待したいというふうに考えて

おります。コロナ禍でＰＴＡ活動も自粛ですとか、縮小せざるを得ない状況であるこ

とは把握しております。 

ただ、ＰＴＡ活動は、子どもの健やかな成長を図ることを目的にして、保護者と先

生方が対等な立場で学びあう、そういった意義があります。 

そのＰＴＡ活動の中で視力を含めた子どもたちの健康や体力といった家庭教育に関

する部分について、仲間内といったら変ですが、世代の近い若い世代の皆さんが話題

にして、それぞれ少しずつ改善していく、そんな研修を進めていただければなという

ふうに考えております。 

今後とも学校と教育委員会とＰＴＡと、知恵を出しあって、子どもたちの健康を守

っていきたいなというふうに考えております。 

〇議長（鹿中順一君） これで３番、小林君の一般質問を終わります。 

本日、予定している一般質問予定者については、明日への日程といたします。 

 

    ◎延会の決議 

〇議長（鹿中順一君） お諮りします。 

本日の会議は、これで延会したいと思いますがご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

〇議長（鹿中順一君） 異議なしと認めます。 

したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇議長（鹿中順一君） 本日は、これで延会いたします。 

明日は午前 10時再開いたします。 
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ご苦労さまでした。 

（午後 ３時 33分） 
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